
(19)日本国特許庁（JP） (12) 公表特許公報（Ａ） (11)特許出願公表番号

特表2003－521345
(P2003－521345A)

(43)公表日 平成15年7月15日(2003.7.15)

(51)Int.Cl7 識別記号 FI ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参考)

   �A�6�1�L  2/18    

   �A�6�1�B  1/12    

   �A�6�1�L  2/24    

   �A�6�1�L  2/18    

   �A�6�1�B  1/12    

   �A�6�1�L  2/24    

�4�C�0�5�8

�4�C�0�6�1

審査請求 未請求 予備審査請求（全 80数）

(21)出願番号 特願2001－556513(P2001－556513)

(86)(22)出願日 平成13年2月7日(2001.2.7)

(85)翻訳文提出日 平成14年8月6日(2002.8.6)

(86)国際出願番号 PCT/US01/03937

(87)国際公開番号 WO01/056615

(87)国際公開日 平成13年8月9日(2001.8.9)

(31)優先権主張番号 09/499,561

(32)優先日 平成12年2月7日(2000.2.7)

(33)優先権主張国 米国(US)

(31)優先権主張番号 09/498,811

(32)優先日 平成12年2月7日(2000.2.7)

(33)優先権主張国 米国(US)

(71)出願人 ステリス インコーポレイテッド

アメリカ合衆国  カリフォルニア  92590,

  テメクラ,  ビジネス  パーク  ドライブ

  43425

(72)発明者 サンフォード, ビル アール.

アメリカ合衆国  オハイオ  44094,  ウィ

ロビー,  シャーウィン  ロード  4745

(72)発明者 クラル, ジュード エイ.

アメリカ合衆国  オハイオ  44087,  ツイ

ンズバーグ,  クロイドン  ロード  2241

(74)代理人 弁理士 山本 秀策 (外2名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液体清浄および滅菌システムおよび方法

(57)【要約】
デバイスを清浄（クリーニング）および微生物汚染除去
するための自動システムが提供される。この自動システ
ムは、このデバイスを受け取るための内部チャンバを規
定するキャビネットを備える。スプレーノズル（チャン
バ内に配置された）は、このデバイスの外部表面にわた
って、洗浄液をおよび微生物汚染除去液を噴霧する。こ
のシステムはさらにリンス水（すすぎ水）、洗浄液、お
よび微生物汚染除去液の供給源を備える。流体分配シス
テムは、流体的に、リンス水（すすぎ水）、洗浄液、お
よび微生物汚染除去液の供給源をノズルと接続する。
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【特許請求の範囲】

    【請求項１】  デバイス（Ｂ）を清浄および細菌除染するための自動化シス

テム（Ａ）であって、該自動化システムは、以下：

  該デバイスを収容するための内部チャンバ（１２）を規定する、キャビネット

（１０）；

  該チャンバ内に配置され、洗浄流体および細菌除染流体を該デバイスの外面（

１２４）にわたって噴霧するための、スプレーノズル（１０２、１０４、１０６

、１０７、１０８、１１０）；

  リンス水の供給源（４２、４０６）；

  該洗浄流体の供給源（３０、４４、４５）；

  該細菌除染流体の供給源（３０、４４、４６、４７）；

  該リンス水の供給源、該洗浄流体の供給源、および該細菌除染流体の供給源を

、該ノズルと流体連絡している流体分配システム（２６）；

  該洗浄流体、細菌除染流体、およびリンス水を該ノズルにポンピングし、そし

て噴霧された溶液を該ノズルにポンピングするための、該流体分配システムに連

結されたポンプ（２４）；ならびに

  制御システム（８０）であって、該制御システム（８０）は、該洗浄流体、細

菌除染流体およびリンス水の該ノズルへの送達を制御し、その結果、該デバイス

は、該洗浄流体で連続的に洗浄され、該細菌除染流体で細菌除染され、そして該

リンス水でリンスされ、該制御システム（８０）によって、連続して該スプレー

ノズルの第１のセット（１０２）は、第１の期間の間、該除染溶液を噴霧し得、

次いで、該スプレーノズルの第２のセット（１０４）は、第２の期間の間、該除

染溶液を噴霧し得る、制御システム、

を備える、自動化システム。

    【請求項２】  請求項１に記載の自動化システムであって、以下：

前記チャンバ（１２）内にあり、前記流体分配システム（２６）に連結され、前

記デバイス（Ｂ）の内部通路（１８７）と連結するための、連結ポート（１５０

、１５２、１５４）であって、その結果、該内部通路は、前記洗浄流体で連続的

に洗浄され、前記細菌除染流体で細菌除染され、そして前記リンス水でリンスさ
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れる、連結ポート、によりさらに特徴付けられる、自動化システム。

    【請求項３】  請求項２に記載の自動化システムであって、以下：

  前記連結ポート（１５０、１５２、１５４）を前記デバイス（Ｂ）の前記内部

通路（１８７）に迅速に連結するためのコネクタ（１８０、１８４）であって、

該コネクタは、該コネクタと該デバイスの該内部通路の隣接表面（１８６）との

間で、前記細菌除染流体の一部を漏出するように構成されて、該細菌除染流体と

該隣接表面との接触を保証する、コネクタ、によりさらに特徴付けられる、自動

化システム。

    【請求項４】  請求項１～３のいずれか１項に記載の自動化システムであっ

て、以下：

  前記チャンバ内で前記デバイスを支持するための支持部材（２１）；および

  作動システム（３３０）であって、該作動システムは、該支持部材を激しく動

かして、該デバイス（Ｂ）と該支持部材との間の接触点を変える、作動システム

、によりさらに特徴付けられる、自動化システム。

    【請求項５】  請求項４に記載の自動化システムであって、以下：

  ピストン（３４４）を備える前記作動システム（３３０）、によりさらに特徴

付けられる、自動化システム。

    【請求項６】  請求項２～５のいずれか１項に記載の自動化システムであっ

て、以下：

  前記リンス水の供給源であって、該供給源が、以下：

    前記ノズル（１０２、１０４、１０６、１０７、１０８、１１０）および連

結ポート（１５０、１５２、１５４）と流体連結した滅菌水生成器（４０６）で

あって、該滅菌水生成器は、滅菌していない水を滅菌し、そして前記デバイスを

リンスするために該滅菌水を該ノズルおよび連結ポートに供給し、前記制御シス

テム（８０）は、該滅菌水の送達のタイミングを制御する、滅菌水生成器、

を備える、供給源、によってさらに特徴付けられる、自動化システム。

    【請求項７】  請求項１～６のいずれか１項に記載の自動化システムであっ

て、以下：

  前記流体分配システム（２６）に流体連結され、濾過空気を前記スプレーノズ
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ル（１０２、１０４、１０６、１０７、１０８、１１０）に供給して、前記デバ

イスを乾燥するための、エアライン（３２２）、によってさらに特徴付けられる

、自動化システム。

    【請求項８】  請求項１～７のいずれか１項に記載の自動化システムであっ

て、以下：

  ドア（１８）をさらに備えるチャンバ（１２）であって、該ドアは該チャンバ

へのアクセス開口部（１４）を選択的に密閉し、前記制御システム（８０）は、

前記ノズル（１０２、１０４、１０６、１０７、１０８、１１０）が前記除染流

体を前記デバイス（Ｂ）にわたって噴霧している間、該ドアが開くのを防止する

、チャンバ、によってさらに特徴付けられる、自動化システム。

    【請求項９】  請求項１～８のいずれか１項に記載の自動化システムであっ

て、以下：

  掛金機構（２３８）であって、該掛金機構は、掛金位置から解錠位置まで選択

的に移動し、該掛金位置において、該掛金機構は前記ドア（１８）を、前記アク

セス開口部（１４）を横切る密閉関係に保持し、該解錠位置において、該掛金機

構は、該ドアを開ける、掛金機構（２３８）；および

  ロック機構（２８０）であって、該ロック機構は、アンロック位置において該

掛金機構を選択的に解錠し、そしてロック位置において、該掛金機構をロックし

、該ドアが開くのを防止し、前記制御システム（８０）は、アンロック位置とロ

ック位置との間の該ロック機構の移動を制御する、ロック機構、によってさらに

特徴付けられる、自動化システム。

    【請求項１０】  請求項９に記載の自動システムであって、以下：

  前記掛金機構（２３８）が、以下：

    アーム（２４０、２４２、２４４、２４６）であって、該アームは、該アー

ムの第１端部（２５６）に隣接して前記キャビネット（１０）に回転可能に連結

される、アーム；および

    前記第１端部から離れて該アームに回転可能に連結されたローラ（２６４）

であって、該ローラは、前記掛金位置において、前記ドアの外面上で係合部材（

２７２）と係合する、ローラ、を備えることによってさらに特徴付けられる、自
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動システム。

    【請求項１１】  請求項１０に記載の自動システムであって、

  前記ロック機構（２８０）が、以下：

    ロッド（２８２）であって、該ロッドは、前記ロック位置において前記アー

ム（２４２）と係合し、該アームの回転を防止し、前記アンロック位置において

、前記係合部材から離れるように該アームを回転させ得る、ロッド；および

  駆動部材（２８４）であって、該駆動部材は、該アンロック位置と該ロック位

置との間の該ロッドを駆動する、駆動部材、をさらに備えることによってさらに

特徴付けられる、自動システム。

    【請求項１２】  請求項１１に記載の自動システムであって、以下：

  前記駆動部材（２８４）が空気シリンダーを備えることによってさらに特徴付

けられる、自動システム。

    【請求項１３】  請求項１～１２のいずれか１項に記載の自動システムであ

って、以下：

  前記チャンバ（１２）内の漏出検出器連結ポート（２０２）であって、該漏出

検出器連結ポートは、前記デバイスの内部通路との連結のために適合される、漏

出検出器連結ポート；および

  該連結ポートと流体連結された漏出検出器（２０４）であって、該漏出検出器

は、シースと該デバイスの管腔との間の漏出を検出するために、該内部通路を気

体で加圧し、前記制御システム（８０）は、該漏出検出器の作動を選択的に制御

する、漏出検出器、によってさらに特徴付けられる、自動システム。

    【請求項１４】  請求項１～１３のいずれか１項に記載の自動システムであ

って、以下：

  前記洗浄流体中の洗浄剤の存在を検出する、センサ（３９８）；および

  前記除染流体中の除染剤の存在を検出する、センサ（４０２）の少なくとも１

つによってさらに特徴付けられる、自動システム。

    【請求項１５】  請求項１～１４のいずれか１項に記載の自動システムであ

って、以下：

  互いに隣接して取り付けられた一対のキャビネット（１０、１０’）であって
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、該キャビネットの各々は、内部チャンバ（１２、１２’）を規定する、キャビ

ネット、によってさらに特徴付けられる、自動システム。

    【請求項１６】  請求項１５に記載の自動システムであって、以下：

  前記制御システム（８０）が、前記第１チャンバ（１２）と独立して、前記第

２チャンバを制御することによってさらに特徴付けられる、自動システム。

    【請求項１７】  請求項１～１６のいずれか１項に記載の自動システムであ

って、以下：

  前記ノズル（１０２、１０４、１０６、１０７、１０８、１１０）および前記

デバイス（Ｂ）は、前記チャンバ（１２）内に位置決めされ、その結果、該デバ

イスの外面（１２４）は、該外面に対して垂直から４５°を越えない角度（θ）

で、少なくとも１つのノズルからスプレー（１２２）を嵌入されることによって

さらに特徴付けられる、自動システム。

    【請求項１８】  請求項１７に記載の自動システムであって、以下：

  前記ノズル（１０２、１０４、１０６、１０７、１０８、１１０）および前記

デバイス（Ｂ）は、前記チャンバ（１２）内に位置決めされ、その結果、該デバ

イスの全ての外面は、少なくとも１つのノズルから２０センチメートル未満であ

ることによってさらに特徴付けられる、自動システム。

    【請求項１９】  請求項１～１８のいずれか１項に記載の自動システムであ

って、以下：

  前記スプレーノズルの少なくとも第１（１０２、１０４、１０６、１０７、１

１０）が、前記チャンバ（１２）の壁（１１４、１１６、１１８）上に位置決め

され、該スプレーノズルの少なくとも第２（１０８）が、該チャンバのドア（１

８）上に位置決めされることによってさらに特徴付けられる、自動システム。

    【請求項２０】  請求項１～１９のいずれか１項に記載の自動システムであ

って、以下：

  前記制御システムが、前記ノズル（１０２、１０４、１０６、１０７、１０８

、１１０）への送達を制御し、その結果、該ノズルが交互に作動され、該ノズル

のスプレーは斜めに模様を付け、そして互いに緩衝することによってさらに特徴

付けられる、自動システム。
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    【請求項２１】  請求項１～２０のいずれか１項に記載の自動システムであ

って、以下：

  前記ノズルが、半径方向外向きに噴霧する、前記チャンバ（１０）の構造中心

に隣接して配置されたノズルアセンブリ（１１０）を備えることによってさらに

特徴付けられる、自動システム。

    【請求項２２】  請求項２１に記載の自動システムであって、以下：

  前記ノズルアセンブリ（１１０）が、以下：

    中心支持体上に取り付けられ、そして半径方向外向きに方向付けられた複数

の定置型スプレーヘッド（１２１）；および

    回転式ノズル、の少なくとも１つを備えることによってさらに特徴付けられ

る、自動システム。

    【請求項２３】  請求項１～２２のいずれか１項に記載の自動システムであ

って、以下：

  前記デバイスを位置決めするための、前記チャンバ内で支持された取り外し可

能ラック（２１）であって、その結果、前記ノズル（１０２、１０４、１０６、

１０７、１０８、１１０）から噴霧された除染溶液は、該デバイスの外面（１２

４）の全てに接触する、取り外し可能ラック、によってさらに特徴付けられる、

自動システム。

    【請求項２４】  請求項２３に記載の自動システムであって、以下：

  前記ラック（２１）が部材（２１２）を備え、該部材が、前記デバイスの可撓

性部分が、１５センチメートルより大きな最小半径を有する弧に湾曲するように

、該デバイスを位置決めすることによってさらに特徴付けられる、自動システム

。

    【請求項２５】  請求項２３または請求項２４のいずれか１項に記載の自動

システムであって、以下：

  前記ラック（２１）が、ペグを備え、該ペグが、前記デバイスの洗浄が困難な

部分を再現性のある位置に保持して、前記ノズルから最適なスプレーを収容する

ことによってさらに特徴付けられる、自動システム。

    【請求項２６】  請求項２４および２５のいずれか１項に記載の自動システ
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ムであって、以下：

  クリップ（２１４、２１４’）であって、該クリップは、前記デバイス（Ｂ）

の先端部分を、前記ラック（２１）および該デバイスの別の部分のうちの１つに

取り外し可能に連結して、該先端部分をしっかりと位置決めして保持する、クリ

ップ、によってさらに特徴付けられる、自動化デバイス。

    【請求項２７】  請求項２６に記載の自動システムであって、以下：

  前記クリップ（２１４、２１４’）は、少なくとも１つの上部フィンガー（２

１８、２１８）および少なくとも１つの下部フィンガー（２２０、２２０’）を

備え、該フィンガーの各々は、リッジ（２２２）において前記デバイスと接触し

て、該クリップと該デバイスとの間の接触を最小化することによってさらに特徴

付けられる、自動システム。

    【請求項２８】  請求項２７に記載の自動システムであって、以下：

  前記クリップ（２１４）が、前記流体分配システム（２６）と相互接続するよ

うに適応され、そして以下：

    除染溶液を前記フィンガー（２１８、２１８’、２２０、２２０’）に接触

した内視鏡の部分に送達するための該フィンガー内で規定された開口部、を備え

ることによって、さらに特徴付けられる、自動システム。

    【請求項２９】  請求項１～２８のいずれか１項に記載の自動システムであ

って、以下：

  前記流体分配システム（２６）が、以下：

    第１の連結ポート（１５０Ａ、１５０Ｂ）と連結された第１の流路（１６０

、１６２）；

    第１の調節装置（１６８、１７０）であって、該調節装置は、該第１の流路

を通って前記デバイスの第１の内部通路まで流れる前記除染溶液の圧力を調節す

る、第１の調節装置；

    少なくとも第２の連結ポート（１５２）と連結された第２の流路（１６４）

；および

    第２の調節装置（１７２）であって、該調節装置は、該第２の流路を通って

該デバイスの第２の内部通路まで流れる該除染溶液の圧力を調節し、その結果、
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該第１および第２の内部通路の最大圧力定格を越えない、第２の調節装置、を備

えることによってさらに特徴付けられる、自動システム。

    【請求項３０】  請求項１～２９のいずれか１項に記載の自動システムであ

って、以下：

  内視鏡バルブ（２３４）を受容するための、前記流体分配システム（２６）に

連結されたバルブリプロセッサ（１８５）であって、該バルブリプロセッサは、

前記溶液が該バルブを超え、そして該バルブを通して流れる場合に該バルブを開

ける、ことによってさらに特徴付けられる、自動システム。

    【請求項３１】  請求項１～３０のいずれか１項に記載の自動システムであ

って、以下：

  前記流体分配システム（２６）に連結された逆流可能な排出フィルタ（３８６

）であって、該フィルタが、前記循環流体から総細片を除去することによってさ

らに特徴付けられる、自動システム。

    【請求項３２】  デバイス（Ｂ）を清浄および細菌除染するための方法であ

って、該方法は、以下の経時的な工程：

  （ａ）該デバイスを、チャンバ（１２）内に配置する工程；

  （ｂ）該チャンバ内のノズル（１０２、１０４、１０６、１０７、１０８、１

１０）から該デバイスにわたって洗浄溶液を噴霧して、該デバイスの外面（１２

４）から汚れを除去する、工程；

  （ｃ）該チャンバ内のノズル（１０２、１０４、１０６、１０７、１０８、１

１０）から該デバイスにわたって細菌除染溶液を噴霧して、該デバイスの外面を

細菌除染する工程であって、以下：

    異なる群のノズルを用いて交互に噴霧する工程であって、スプレーノズルの

第１のセット（１０２）が第１の期間にわたって該除染溶液を噴霧し、次いでス

プレーノズルの第２のセット（１０４）が第２の期間にわたって該除染溶液を噴

霧する工程；を包含する、工程；および

  （ｄ）該チャンバ内のノズル（１０２、１０４、１０６、１０７、１０８、１

１０）から該デバイスにわたってリンス液を噴霧して、該デバイスの外面をリン

スする工程、
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を包含する、方法。

    【請求項３３】  請求項３２に記載の方法であって、以下：

  前記デバイスの管腔（１８７）を通して前記洗浄溶液を循環させる工程をさら

に包含する、工程（ｂ）、

  該デバイスの該管腔を通して前記細菌除染溶液を循環させる工程をさらに包含

する、工程（ｃ）、および

  該デバイスの該管腔を通して前記リンス液を循環させる工程をさらに包含する

、工程（ｄ）

のうち少なくとも１つによってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項３４】  請求項３３に記載の方法であって、以下：

  漏出コネクタ（１８４）を通して前記管腔へ前記洗浄溶液または前記除染溶液

を供給する工程であって、該漏出コネクタは、該溶液の一部を該デバイスから該

コネクタの周りに漏出することを可能とする、工程、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項３５】  請求項３３～３４のいずれか１項に記載の方法であって、

以下：

  前記リンス液を形成するために水を滅菌する工程を包含する、工程（ｄ）

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項３６】  請求項３３～３５のいずれか１項に記載の方法であって、

以下：

  （ｅ）前記内視鏡の外側をアルコールで噴霧し、そしてアルコールを前記管腔

を通して循環させる工程、および

  該アルコールを排出する工程、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項３７】  請求項３３～３６のいずれか１項に記載の方法であって、

以下：

  （ｅ）工程（ｄ）の後に、前記管腔を通して濾過空気を送る工程、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項３８】  請求項３２～３７のいずれか１項に記載の方法であって、
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以下：

  工程（ａ）と工程（ｂ）との間の、

  前記デバイスの少なくとも１つの内部通路で漏出試験をし、該漏出試験の通過

に応じてのみ工程（ｂ）を続ける、工程

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項３９】  請求項３２～３７のいずれか１項に記載の方法であって、

以下：

  前記デバイスを、支持部材（２１）の上に支持する工程；および

  前記デバイス（Ｂ）と該支持部材との間の接触点を変えるために、該支持部材

を激しく動かす工程；

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項４０】  請求項３９に記載の方法であって、以下：

  前記支持部材を激しく動かす前記工程が、以下：

    前記支持部材が中心点（２１０）の周りを旋回するような間隔で、該支持部

材を打つ工程、を包含することによって、さらに特徴付けられる、方法。

    【請求項４１】  請求項３２～４０のいずれか１項に記載の方法であって、

以下：

  工程（ｂ）の前の、

    前記チャンバ内のノズルから前記デバイスにわたってリンス液を約３５℃未

満の温度で噴霧して、前記汚れ中のタンパク質を実質的に変質することなく、該

汚れの部分を除去する工程、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項４２】  請求項３２～４１のいずれか１項に記載の方法であって、

以下：

  工程（ｂ）と工程（ｃ）との間の、

    前記デバイスにわたって、緩衝剤および腐食阻害剤のうち少なくとも１つを

含む前処理溶液を噴霧する工程、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項４３】  請求項４２に記載の方法であって、前記前処理溶液が、緩
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衝剤、腐食阻害剤、および界面活性剤を含むことによってさらに特徴付けられる

、方法。

    【請求項４４】  請求項４２および４３のいずれか１項に記載の方法であっ

て、以下：

  前記前処理溶液を噴霧する工程の後であって、かつ工程（ｃ）の前の、

  該前処理溶液を細菌除染剤と合わせて、前記除染溶液を形成する工程、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項４５】  請求項３２～４４のいずれか１項に記載の方法であって、

以下：

  第２のチャンバ内に第２のデバイスを取り付ける工程であって；

  共通のコントローラを用いて、工程（ｂ）、（ｃ）および（ｄ）を、２つのチ

ャンバ内で独立、かつ非同期的に行う、工程

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項４６】  請求項３２～４５のいずれか１項に記載の方法であって、

以下：

  前記除染溶液が、過酢酸を含むこと、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項４７】  請求項４６に記載の方法であって、以下：

  工程（ｃ）の間の、

  前記除染溶液中の前記過酢酸の濃度をモニタリングする工程、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項４８】  請求項４７に記載の方法であって、以下：

  前記過酢酸の濃度が所定のレベルを下回る場合に、以下：

  該方法を終了する工程、

  該過酢酸が該所定のレベル未満であることをシグナル伝達する工程、

  さらなる過酢酸を前記除染溶液に添加する工程、および

  工程（ｃ）を、前記外面を細菌除染するのに十分な時間延長する工程、

の少なくとも１つを行う工程、

によってさらに特徴付けられる、方法。
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    【請求項４９】  請求項３２～４９のいずれか１項に記載の方法であって、

以下：

  工程（ａ）が、以下：

  該デバイスを、開口部（１４）を通して前記チャンバにロードする工程、

を包含し、そして該方法が、以下：

  該開口部を、ドア（１８）で密閉する工程、

  掛金機構（２３８）を、解錠位置から掛金位置まで移動する工程であって、該

解錠位置において、該掛金機構は、該ドアを開けることを可能にし、該掛金位置

において、該掛金機構は、該ドアを、該アクセス開口部を横切る密閉関係に保持

する、工程、および

  ロック機構（２８０）をアンロック位置からロック位置まで移動する工程であ

って、該アンロック位置において、該ロック機構は、掛金機構の解錠を可能にし

、該ロック位置において、該ロック機構は、該掛金機構をロックして、該ドアが

開くのを防止する、工程

をさらに包含すること、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項５０】  請求項４９に記載の方法であって、以下：

  前記掛金機構を前記掛金位置に移動する工程の後の：

  前記ロック機構を前記ロック位置へと移動する前に、前記ドアが掛金位置にあ

ることを自動的に検出する工程、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項５１】  請求項５０に記載の方法であって、以下：

  工程（ｂ）～（ｃ）の間に前記ロック機構を制御して、該ロック機構が、工程

（ｄ）が完了するまでアンロック位置に移動しないことを保証する、工程、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項５２】  請求項４９～５１のいずれか１項に記載の方法であって、

以下：

  前記掛金機構を前記掛金位置に移動する工程が、以下：

  前記アームに回転可能に接続されたローラ（２６４）が、前記ドアの外面上の
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係合部材（２７２）に係合するまで、前記チャンバの外側に接続した少なくとも

１つのアーム（２４０、２４２、２４４、２４６）を旋回させる工程、

を包含すること、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項５３】  請求項５２に記載の方法であって、以下：

  前記ロック機構を前記ロック位置に移動する工程が、以下：

  前記アームを係合して、該アームの該ロック位置での旋回を防止する工程、

をさらに包含すること、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項５４】  請求項４９～５３のいずれか１項に記載の方法であって、

以下：

  工程（ｂ）を始める前に、前記ロック機構が前記ロック位置にあることを自動

的に検出する工程、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項５５】  請求項３２～５４のいずれか１項に記載の方法であって、

以下：

  工程（ａ）が、以下：

  前期ノズルからの前記洗浄溶液および前記細菌除染溶液の噴霧の噴出が、工程

（ｂ）および（ｄ）の間に前記デバイスの外面上にぶつかるように、前記チャン

バ内の該デバイスを位置合わせする工程であって、該デバイスの該外面の各々は

、少なくとも１つの噴霧の噴出と、該デバイスに対する垂直から４５°以下の角

度で接触する、工程

を包含すること、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項５６】  請求項５５に記載の方法であって、以下：

  工程（ａ）が、以下：

  前記デバイスの前記外面の各々が、前記ノズルの少なくとも１つから２０セン

チメートル以下にあるように、前記チャンバ内の該デバイスを位置合わせする工

程、
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をさらに包含すること、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項５７】  請求項５６に記載の方法であって、以下：

  前記チャンバ内の前記デバイスを位置合わせする工程が、ラック（２１）上に

該デバイスを巻きつける工程を包含すること、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項５８】  請求項５７に記載の方法であって、以下：

  細菌除染サイクルの後の：

  前記ラックを前記チャンバから持ち上げて、該ラックおよび前記デバイスをユ

ニットとして取り出す工程、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項５９】  請求項３２～５８のいずれか１項に記載の方法であって、

以下：

  工程（ｃ）および（ｅ）が、以下：

  前記洗浄溶液または除染溶液を、第１の管腔へと第１の流体圧で供給する工程

、および

  該洗浄溶液または除染溶液を、第２の管腔へと第２の流体圧で供給する工程、

をさらに包含すること、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項６０】  請求項３２～５９のいずれか１項に記載の方法であって、

以下：

  前記リンス液を、逆流可能な排出フィルタを通して通過させて、総細片を除去

する工程、

  前記除染溶液の一部を、該逆流可能な排出フィルタを通して通過させて、該逆

流可能な排出フィルタを除染する工程、

によってさらに特徴付けられる、方法。

    【請求項６１】  請求項６０に記載の方法であって、以下：

  前記流体流路から前記逆流可能な排出フィルタを単離する工程、

  該流体流路を通して、前記除染溶液の残りを通過させる工程、
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によってさらに特徴付けられる、方法。
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【発明の詳細な説明】

      【０００１】

  （発明の背景）

  本発明は、汚染除去技術に関する。これは、医学、歯科、死体および薬学的適

用のための漏出試験（リークテスト）、クリーニング、滅菌、ならびに乾燥デバ

イスのための自動システムなどと組み合わせた特定の適用を見出し、そしてそれ

に対する特定の参考文献によって記載される。しかし、本発明はまた、自動化処

理システムにおける他のデバイスの汚染除去に適用可能であることがまた理解さ

れるべきである。

      【０００２】

  医療デバイス（例えば、内視鏡および他の管腔装置）は、各使用の間に徹底的

な洗浄（クリーニング）および抗菌汚染除去に供される。医学的手順の間に、こ

のデバイスは、血液および他のタンパク質に富む体液で覆われる。この装置が、

これらの物質で覆われたまま滅菌される場合、滅菌処理に用いる高い温度および

／または化学物質は、この物質を生物学的残滓の固まった層として固化しするよ

うにし、この層は取り除くのが困難である。このような残滓は殺菌剤の浸透に対

するバリアを示すだけでなく、滅菌された場合でさえ、このような残滓は後に崩

壊して毒性物質を形成し、これによって、このデバイスが再利用される場合に患

者に対する危害がもたらされる。

      【０００３】

  伝統的に、このようなデバイスは、その表面から血液および他の体液のバルク

を除くために、しばしば洗浄溶液（例えば、酵素系洗浄剤）中でリンスされる。

このリンス（すすぎ）処理工程は、一般に浅いトレイの洗浄溶液中にこのデバイ

スを浸漬することによって手動で実行される。しかし、内視鏡のようなデバイス

については、洗浄液は、内腔の長さを浸透できず、内視鏡の一部を乾燥した体液

で覆われたままにする。さらに、生物学的物質および強力な洗浄剤は、それと接

触された個体にとって危害を与え得る。

      【０００４】

  高温滅菌処理（例えば、オートクレーブでの蒸気滅菌）は、概して内視鏡の滅
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菌には適さない。なぜなら内視鏡が製造されているのはデリケートな構成要素と

物質であるからである。高温および高圧は、内視鏡、ゴムおよびプラスチックデ

バイス、レンズおよびポリマー物質からなるデバイスの部分などの有効期限を短

縮する傾向である。高温滅菌単独では清浄化しない。熱滅菌の前に除去されない

いずれの体液も、代表的にはこの装置に焼き付けられる。

      【０００５】

  オーブンオートクレーブの圧力または温度に抵抗できない装置は、しばしばガ

ス（例えば、エチレンオキサイドガスまたは過酸化水素の蒸気）で微生物を汚染

除去される。蒸気と同様に、ガスは清浄化しないので、別の洗浄操作が必要であ

る。エチレンオキサイド滅菌技術はまたいくつかの欠点を有する。第一に、エチ

レンオキサイド滅菌サイクルは、蒸気オートクレーブサイクルよりも長い傾向で

ある。第二に、いくつかの医療備品はエチレンキサイドガスでは滅菌できない。

第三に、エチレンオキサイドは非常に毒性であり、そしてもし適切に取り扱わな

ければ作業者に健康上の危険性をもたらし得る。

      【０００６】

  流体微生物汚染除去システムが現在、蒸気滅菌の高温に耐えられない備品のた

めに利用されている。ペルオキシ酢酸、または過酢酸は、種々の適用（医療装備

、包装容器、食物処理装備などの廃棄物の消毒および滅菌または消毒を含む）に

有用な殺菌剤および／または消毒剤である。ペルオキシ酢酸、または過酢酸は、

微生物に対する広範なスペクトルの活性を有し、そして低温でも有効である。こ

れは廃棄の問題をほとんどもたらさない。なぜなら、これらはスエージ（ｓｅｗ

ａｇｅ）処理プラントで容易に分解される化合物に分解するからである。

      【０００７】

  ある状況では、技術者が消毒剤または殺菌剤組成物を水と混合し、次いで手動

でアイテムを浸して液体組成物中で微生物汚染除去する。労力は手動の割合が大

きいので、この処置には多くの制御されないかつ報告されていない変動がもたら

される。殺菌剤の混合、浸漬時間の制御、残滓のすすぎ、すすぎ工程後の大気へ

の曝露など、においては技術者の誤りを伴う品質保証の問題がある。しかし、狭

い管腔を備える内視鏡のような大きい装置を滅菌するためには、大きな受け入れ
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トレイおよびかなり大量の汚染除去溶液を用いてこの装置を収容しかつ完全に浸

漬する。

      【０００８】

  溶液中の汚染除去の事前測定量を提供する、一体型汚染除去システム（例えば

、過酢酸汚染除去システム）が現在開発されている。滅菌されるべきアイテムを

滅菌システムの受け入れトレイおよびウェル中に挿入された濃縮汚染除去剤のカ

ートリッジにロードする。水がこのシステムを通って流れるにつれ、汚染除去剤

（これに界面活性剤および腐食防止剤を追加し得る）を希釈して受け入れトレイ

に運ぶ。

      【０００９】

  汚染除去されるべきアイテムは代表的に、ドアによって閉じられた開口部を通

って処理チャンバにロードされる。このドアとこのチャンバとの間のシールを維

持すること、このチャンバからの危険な可能性がある滅菌化学物質の漏出を防ぐ

こと、そしてまたこのアイテムが一旦滅菌されれば、汚染されている可能性があ

る外部の空気のこのチャンバへの侵入を防ぐことが好ましい。

      【００１０】

  滅菌サイクルの間のドアの偶発的な開放は、操作者を危険にさらす。なぜなら

一般に強力な化学物質が用いられているからである。代表的に、ドアは、一方の

側にヒンジがあり、反対側にラッチ機構を備え、チャンバに対してドアをしっか

り保持する。大きいドアに関しては、１つのラッチでは、しばしば、ドアの長さ

にわたってシールを維持するのに十分ではない。複数のラッチがあれば、このチ

ャンバを開放または閉鎖するのに必要な時間は長くなる。

      【００１１】

  管腔を通して汚染除去溶液を流しながら、装置の外側を噴霧することは、用い

られる汚染除去溶液の量を減らすことで、このデバイスの完全な浸漬を上回る利

点を有する。しかし、内視鏡の複雑な形状のせいで、噴霧ジェットは、このデバ

イスの全ての表面には到達しないかもしれない。さらに、管腔デバイスの内部表

面は、噴霧では到達されない。

      【００１２】
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  本発明は、上述の問題および他の問題を克服する、内視鏡などを再処理するた

めの、新しくかつ改善された自動システム、ならびに方法を提供する。

      【００１３】

  （発明の要旨）

  本発明の１つの局面に従って、デバイスを清浄（クリーニング）および微生物

汚染除去するための自動システムが提供される。この自動システムは、このデバ

イスを受け取るための内部チャンバを規定するキャビネットを備える。スプレー

ノズル（チャンバ内に配置された）は、このデバイスの外部表面にわたって、洗

浄液をおよび微生物汚染除去液を噴霧する。このシステムはさらにリンス水（す

すぎ水）、洗浄液、および微生物汚染除去液の供給源を備える。流体分配システ

ムは、流体的に、リンス水（すすぎ水）、洗浄液、および微生物汚染除去液の供

給源をノズルと接続する。洗浄液、微生物汚染除去液、およびすすぎ水をノズル

にポンピングするために、ポンプをこの流体分配システムと接続する。コントロ

ールシステムが洗浄液、微生物汚染除去液、およびすすぎ水のノズルへの送達を

制御し、これによってこのデバイスは引き続いて洗浄液で洗浄され、微生物汚染

除去液で微生物汚染除去され、そしてすすぎ水でリンスされる。

      【００１４】

  本発明の別の局面に従って、デバイスを浄化および微生物汚染除去する方法が

提供される。この方法は、以下の一連の工程を包含する：チャンバ内にデバイス

を配置する工程、このチャンバ内のノズルからデバイスにわたって洗浄溶液を噴

霧してこのデバイスの外部表面から汚れを取り除く工程、このチャンバ内のノズ

ルからこのデバイスにわたって微生物汚染除去溶液を噴霧してこのデバイスの外

部表面を微生物汚染除去する工程、およびこのチャンバ内のノズルからこのデバ

イスにわたってすすぎ液（リンス液）を噴霧してこのデバイスの外部表面をリン

スする工程。

      【００１５】

  本発明の１つの実施形態の１つの利点は、内視鏡または他の管腔デバイスが、

一回の自動化プロセスで清浄化および微生物汚染除去されるということである。

      【００１６】
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  本発明の１つの実施形態の別の利点は、汚染されたデバイスを取り扱うことに

よって個体にもたらされる危険性が最小限になるということである。

      【００１７】

  本発明の１つの実施形態のなお別の利点は、漏出（リーク）耐性の閉鎖が単一

のラッチ機構でなされることである。

      【００１８】

  本発明の１つの実施形態のさらなる利点は、滅菌サイクル中、ドアがロックさ

れたままであることである。

      【００１９】

  本発明の１つの実施形態のなおさらなる利点は、汚染除去送達システムが、汚

染除去されているデバイスの全ての外部表面および内部表面の汚染除去を確実に

するということである。

      【００２０】

  本発明の１つの実施形態の別の利点は、大きなアイテム（例えば、内視鏡）を

完全に浸漬するのではなく、噴霧することにより、用いられる水および汚染除去

剤、前処理剤、および洗浄剤の量を減らすことである。

      【００２１】

  本発明のなおさらなる利点は、以下の好ましい実施形態の詳細な説明を読みか

つ理解すれば、当業者に明白となる。

      【００２２】

  （好ましい実施形態の詳細な説明）

  図１および２を参照すれば、次に、自動液体清浄化および抗菌汚染除去プロセ

ッサー（処理機）すなわちシステムＡは、引き続き、滅菌または消毒アイテム（

例えば、医学、歯科、および製剤的デバイスなど）を漏出試験（リークテスト）

しそして洗浄する。管腔装置（例えば、内視鏡）の清浄化および微生物汚染除去

に対して特定の参照がなされるが、プロセッサーＡは、種々の異なるデバイスの

清浄化および／または汚染除去において適用を有することが理解されるべきであ

る。プロセッサーＡは、熱に不安定な装置（すなわち、その構成要素または材料

が約６０℃を超える温度によって障害され得ることによる）の清浄化および微生
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物汚染除去に特に適している。

      【００２３】

  用語「内視鏡」は、本明細書において用いる場合、広範な種々の管腔装置（血

管造影鏡、間接鏡、腹腔鏡、気管支鏡、十二指腸鏡、カテーテルなどを含む）を

含むことが理解されるべきである。

      【００２４】

  用語、「微生物汚染除去（ｍｉｃｒｏｂｉａｌ  ｄｅｃｏｎｔａｍｉｎａｔｉ

ｏｎ）」および汚染除去に関する他の用語は、滅菌、消毒、および他の抗菌処理

（アイテムを汚染する微生物を破壊するように設計される）を表現するために、

本明細書において用いられる。用語「洗浄」は、アイテムを汚染する微生物を破

壊する必要なしに、このアイテムから汚れを物理的に除去することを表現するた

めに、本明細書において用いられる。

      【００２５】

  プロセッサーＡは、少なくとも１つの、合わせた洗浄および微生物汚染除去キ

ャビネット１０を備え、これが内部洗浄および微生物汚染除去チャンバ１２を規

定する。

      【００２６】

  洗浄されそして微生物汚染除去されるべきアイテムは、ドア１８によって閉鎖

された、キャビネットの垂直前壁１６にある、開口１４を通してチャンバ１２中

にロードされる。チャンバ内で、流体送達システム２０（スプレージェットおよ

び連結ノズルを備える）は、このアイテムの外部表面にわたって洗浄／汚染除去

溶液を噴霧し、そしてこの溶液が内視鏡および管腔を有する他の物品の内部通路

を通るようにする。ラック２１は、１つ以上の内視鏡を、スプレーシステム２０

による至適の効果的な洗浄および汚染除去に適切な位置に支持する。内視鏡は、

チャンバへのロードの前にラックに掛けられてもよいし、またはこのラックは内

視鏡の取り付けの前にこのチャンバ内に配置されてもよい。

      【００２７】

  収集タンクまたは排水だめ（ｓｕｍｐ）２２は、キャビネット１０の基部を形

成し、そして噴霧された洗浄／汚染除去溶液がこのアイテムから滴る場合にこれ
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を受け取る。高圧ポンプ２４は、圧力下で、流体分配システムまたはマニホール

ド２６を通ってスプレーシステム２０に洗浄／汚染除去溶液を送達する。

      【００２８】

  ウェルすなわち混合チャンバ３０は、引き続き、用量の洗浄剤濃縮液および濃

縮汚染除去剤を受け取る。濃縮洗浄剤を水と混合して、抗菌汚染除去の前に、ア

イテムを浄化するための洗浄溶液を作成する。濃縮汚染除去剤は、好ましくは抗

菌剤であるか、または水との混合の際に反応して抗菌剤を形成する試薬を含む。

洗浄濃縮液は、酵素洗浄剤であっても、または酸性もしくはアルカリ性の洗浄剤

であってもよく、そして界面活性剤、表面活性物質などを含み得る。好ましい洗

浄剤濃縮液は、ｐＨ中性、低発泡性組成物であり、デバイスの構成要素に有害で

ない。洗浄剤濃縮液および濃縮汚染除去剤は、固体形態でも流体形態でもよい。

図１および２に示すように、ウェル３０は、チャンバの収集タンク２２と一体で

あるが、別々のウェルもまた意図される。

      【００２９】

  好ましい抗菌剤は、濃縮液体型、または粉末試薬の反応産物としてのいずれか

で過酢酸であり、例えば、アセチルサリチル酸および過ホウ酸ナトリウムである

。他の過酢酸または過酢酸混合物はまた、有用な抗菌剤である。水入り口４２は

、代表的に局部的水システムからウェル３０に水を供給する。この水を、ウェル

中で界面活性剤、表面活性物質、腐食防止剤、ｐＨ緩衝液、濃縮汚染除去剤およ

び他の選択された成分と混合して、洗浄溶液、汚染除去溶液、または他の溶液を

形成する。

      【００３０】

  好ましくは、濃縮された汚染除去剤、洗浄剤濃縮物、および腐食防止剤、緩衝

液および他の成分は、使い捨てパッケージまたはカップ４４内に供給され、この

使い捨てパッケージまたはカップ４４は、汚染除去サイクルの前にウェル３０内

に配置される。カップ４４は、システム内への別々の放出のために、測定された

用量の洗浄剤濃縮物、緩衝液、界面活性剤、腐食防止剤、および他の前処理化学

物質の前処理混合物、ならびに濃縮汚染除去剤を別々の区画４５、４６、および

４７にそれぞれ、別々に保持する。このようにして、品目は最初に洗浄され、次
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いで、微生物学的に汚染除去される。駆動システム（例えば、空気シリンダー４

９）によって駆動される、カップカッター４８または他の適切な開口部材は、カ

ップの選択された区画を開くためにウェル３０の基部に位置付けられる。

      【００３１】

  このシステムに入る水の量は、汚染除去チャンバ１２内に所望の濃度の洗浄／

汚染除去溶液を提供するために調節される。水は、好ましくは、水入口ライン４

２内に細孔フィルター５０（粒子を濾別する）を通って通過する。必要に応じて

、５センチメートルのフィルターが微生物を除去するために設けられ得る。水入

口４２の弁５２は、選択された量の水が入ったときに閉じる。

      【００３２】

  図３をまた参照して、流体供給経路６０は、ウェル３０、ポンプ２４、および

流体分配システム２６を接続する。従って、ウェル３０、経路６０、流体分配シ

ステム２６、およびスプレーシステム２０を通して洗浄溶液および汚染除去溶液

を循環させる流体循環ループが設けられる。スプレーされた溶液は、ウェルに集

められ、そしてポンプ２２によって、経路、流体分配システムを通って、スプレ

ーシステム２０に戻るようにポンプされる。加熱器６４（流体供給経路６０内に

配置される）は、効果的な洗浄、汚染除去、およびリンスのために好ましい温度

まで汚染除去溶液および必要に応じて洗浄溶液およびリンス液体を加熱する。

      【００３３】

  コンピュータコントロールシステム８０は、プロセッサＡ（ポンプ２４、加熱

器６４、弁５２、ドア１８のロッキングなどを含む）の操作を制御する。コント

ロールシステム８０は、望ましいならば、１つ以上のさらなるシステムＡを制御

し得る。

      【００３４】

  ドアラッチングおよびロッキング機構９０は、キャビネットの前面に対して閉

じた位置でドアを保持し、そして洗浄および汚染除去サイクルの間、ドアの開き

を妨げる。シール部材９２（例えば、ガスケット）は、ドアとキャビネットの前

面１６との間に位置付けられて、キャビネットで使用される圧力下で流体密封シ

ールを提供する。
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      【００３５】

  図２および３ならびに図４も参照して、スプレーシステム２０は、いくつかの

タイプのスプレーノズル１０２、１０４、１０６、１０７、１０８および１１０

を備え、これらは、完全な適用のためにチャンバ１２内の内視鏡Ｂおよび他の品

物にわたって洗浄／汚染除去溶液を向ける。ポンプは、約６０～８０ｐｓｉ（４

．２～５．６Ｋｇ／ｓｑ．ｃｍ）の圧力で洗浄／汚染除去流体をノズルに提供す

る。スプレーノズル１０２および１０４は、チャンバ１２の右側壁１１４および

左側壁１１６にそれぞれ配置される。これらは、高圧で内視鏡の表面に衝突する

ために、好ましくは、約９０°のスプレー角度を有する。スプレーノズル１０６

は、チャンバの後壁１１８に配置される。これらのノズルは、幅広い適用のため

に、幅広い角度、好ましくは約１２０°でスプレーされるが、ノズル１０２、１

０４よりも弱く衝突する。スプレーノズル１０７は、後壁から前に伸長する。こ

れは、４５°の狭いスプレー角度を有し、デバイスの接点に直接衝突することを

目的にする。スプレーノズル１０８は、チャンバドア１８の内側表面１２０に取

り付けられる。

      【００３６】

  スプレーノズル１１０は、チャンバの後壁１１８から前に伸長し、幅広い適用

のために、洗浄流体を半径方向に複数の方向で向ける。図４に示されるように、

ノズル１１０は、複数のスプレーヘッドを備える。６つのスプレーヘッドが示さ

れ、３６０°の適用のために、６０°離れた角度をつけられている。あるいは、

スプレーノズル１１０は、回転ノズルであり、これは、多くの方向に液体を送達

するために３６０°の経路で回転する。

      【００３７】

  図５を参照して、スプレーノズル１０２、１０４、１０６、および１０８は、

内視鏡Ｂの全ての表面がノズルから放出される汚染除去溶液のスプレーによって

接触するように、角度をつけられる。詳細には、各ノズルスプレージェト１２２

は、内視鏡表面の垂直に対して、浅い角度θで内視鏡表面１２４に当たる。好ま

しくは、角度θは、約４５°未満であり、すなわち、内視鏡の各表面は、垂直か

ら約４５°以下の角度で少なくとも１つのスプレージェットが当たる。従って、
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ノズルは、異なる角度で汚染除去／洗浄溶液を送達するために角度をつけられて

いる。例えば、図５に示されるように、ノズル１０２Ａは、下方向に向けられ、

一方、ノズル１０２Ｂは、上方向に向けられる。

      【００３８】

  さらに、内視鏡の各表面は、最も近いスプレーノズルから最大距離ｘ以下であ

り、その結果、内視鏡は、スプレージェットの完全な力を受ける。好ましくは、

ｘは、２０センチメートル以下であり、より好ましくは、ｘは、１５センチメー

トル以下である。さらに、内視鏡の各表面は、最も近いスプレーノズルから最小

距離以上であり、その結果、内視鏡は、スプレージェットの完全な力を受ける。

好ましくは、最小距離は、少なくとも５センチメートルである。

      【００３９】

  図３をもう１度参照して、これらの最小基準を得るために、ノズルは、多くの

場合において、それらのスプレーが相互作用し得るように非常に近くに位置付け

られる。この相互作用は、機器に接触する前に、それらの力、衝撃の角度および

他の特徴を打ち消すかまたは変更し得る。異なる方向からのスプレージェット１

２２が互いに打ち消すことを避けるために、ジェットは、順にパルスされる。例

えば、マニホルド２６は、ノズル１２２を供給する第１流体ライン１３０および

ノズル１０４を供給する第２流体ライン１３４を備える。コントローラー８０は

、連続して、数秒間、第１ライン１３０の空気ダイヤフラム弁１３８を開き、洗

浄／汚染除去溶液およびリンス溶液がノズル１０２に流れ得、次いで弁１３８を

閉じ、そして数秒間、第２ライン１３４の空気ダイヤフラム弁１４０を開き、洗

浄／汚染除去溶液がノズル１０４に流れ得る。

      【００４０】

  図２および３をここで参照して、スプレーシステム２０はまた、ノズルに加え

て、洗浄／汚染除去溶液を、内視鏡Ｂおよび関連するセット生検鉗子の内部通路

に供給するためにいくつかの接続ポート１５０、１５２、および１５４を備える

。さらなるポート１５６は、弁リプロセッサ１５８に溶液を供給するために設け

られ得る。代表的な内視鏡および生検鉗子の異なる内部通路は、異なる最大圧力

に耐えるように評価される。接続ポートは、接続ポートが溶液を供給する経路を
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評価づける最大圧力より下の適切な圧力で洗浄／汚染除去溶液を供給する。例え

ば、図３に示されるように、マニホルドは、流体ライン１６０、１６２およびラ

イン１６４を備え、流体ライン１６０、１６２は、管腔を洗浄／汚染除去するた

めに流体を接続ポート１５０Ａおよび１５０Ｂに第１圧力（好ましくは、約１．

４Ｋｇ／ｓｑ．ｃｍ）以下）で供給し、そしてライン１６４は、高いガイドワイ

ヤ通路を洗浄／汚染除去するために接続ポート１５２を第２圧力（好ましくは、

約２１０ｍｍＨｇ（２．８Ｋｇ／ｓｑ．ｃｍ）以下）で供給する。別の流体ライ

ン１６６は、生検鉗子を洗浄／汚染除去するために、接続ポート１５４を第３圧

力（好ましくは、約２１０ｍｍＨｇ（２．８Ｋｇ／ｓｑ．ｃｍ）以下）で供給す

る。流体ライン１６０、１６２、１６４および１６６のそれぞれの圧力レギュレ

ーター１６８、１７０、１７２および１７４は、最大圧力を越えないことを確実

にするために設定される。圧力スイッチ１７６、１７８、１８０、１８２は、イ

ンライン１６０、１６２、１６４、および１６６の圧力低下の存在を検出する。

      【００４１】

  図４および５をもう１度参照して、接続ポート１５０、１５２、および１５４

は、チューブ１８０によって内視鏡および生検鉗子のそれぞれの内部通路と接続

し、それぞれ、それぞれの内部通路１８７と取り外し可能にそして迅速に流体ラ

インを接続するために、接続ポート端部においてクイックコネクト１８４とそし

てそれぞれの内部通路の入口ポート１８６と接続するための他端において適切な

コネクター１８４と接続する。種々の管腔１８７の混乱および偶然の過剰な圧力

を避けるために、低圧ライン１６０、１６２、１６６のためのクイックコネクト

１８２は、高圧接続ポート１５２と接続しない。好ましい実施形態において、コ

ネクター１８２は、異なるサイズを有するが、異なる形状などがまた意図される

。

      【００４２】

  コネクター１８４は、好ましくは、漏出コネクターであり、すなわち、これら

によって、制御された部分の洗浄／汚染除去溶液がコネクターと入口ポートとの

間を流れて入口ポート１８６の全ての隣接する表面と接触し得る。これは、内部

通路１８７の全ての接近可能な表面が洗浄／汚染除去溶液と接触することを確実
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にする。この相対的な流れは、全ての点の最適洗浄にためにバランスをとられる

。この溶液の大部分は、内視鏡内部通路の全長に沿って、内視鏡からチャンバ１

２に進む。

      【００４３】

  図５の実施形態において、漏出コネクター１８４は、金属Ｃリング１９２を備

える。Ｃリングは、入口ポート１８６の小さなリップを過ぎて受容されるコネク

ターの一部内の環状溝に緩く配置される。環は、入口ポートの内部表面とコネク

ターの間隔を空け、流体の一部がその周りを流れ、そして入口ポート１８６から

出ることが可能になる。雄型および雌型漏出コネクターの他の構成もまた意図さ

れる。相互接続において制御された漏出を有する類似のプラグ部材が選択された

ポートを防ぐために使用される。

      【００４４】

  図３を参照して、チャンバのさらなる接続ポート２０２が、漏れについて内視

鏡を試験するために内視鏡の排気コネクターポートと漏れ検知器２０４と接続す

る。漏れ検知器は、内部通路からの漏れを検出するために、空気を圧力下で排気

コネクターポートおよびその関連する内部通路に供給する。漏れが見出された場

合、漏れ検出器は、流体が内視鏡の感受性の領域に漏れることを防ぐためにサイ

クルを中止する。

      【００４５】

  図２をもう一度参照しそして図６も参照して、ラック２１は、好ましくは、チ

ャンバ１２から除去可能である。異なるタイプの内視鏡を収容するために、それ

ぞれが特定のタイプまたはファミリーの内視鏡を受容するように構成されて設け

られる。適切なラックが、リプロセスされる内視鏡に従って選択され、内視鏡は

、チャンバ内のラックを引っ掛けるかまたはその他で取り付ける前にまたはその

後にラックに嵌められる。ラックの形状は、チャンバ内の内視鏡を正確に位置付

けるために構成され、その結果、洗浄するのが最も困難な内視鏡の部分（例えば

、コントロールヘッドおよびライトガイド末端）が、スプレージェットから最適

な角度で洗浄および抗菌溶液を受容するように、再現可能に配置される。これは

、スプレージェットの角度を変化させて、それぞれの異なるタイプの内視鏡につ
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いて最適な洗浄を達成する必要がある。スプレージェットは、洗浄が最も困難な

部分が完全に洗浄されるように配向される。所望なら、ラックは、２つ以上の内

視鏡を支持するように構成され得る。

      【００４６】

  ラックは、中心矩型支持フレーム２０５を備え、保持および接続ハンドル２０

６がその上端に取り付けられる。支持部材２０７、２０８がフレームに取り付け

られ、これらの支持部材２０７、２０８は、内視鏡操作セクションおよびライト

ガイドコネクターセクションをそれぞれ受容するように構成される。内視鏡の別

々の成分（例えば、フード、プラグ、および他の半再使用可能な品目）は、多孔

性バック２０９内にラックからかけられ得る。ラックの上端は、チャンバ内の適

切に受容する部材２１０に取り外し可能に取り付けられる。

      【００４７】

  ラックは、多くのペグまたはタブ２１２を支持する弓型部分２１１を備える。

弓型セクションおよび支持フレーム２０５のペグは、内視鏡Ｂの可撓性チューブ

（アンビリカルケーブルおよび挿入チューブ）の支持のために円を規定しその結

果、チューブがラック２１内の幅広いループ内でカーブする。好ましくは、ラッ

クおよびフックが、内視鏡を、その最小曲げ半径（代表的には約１５センチメー

トル）よりも鋭く曲げないように位置付ける。好ましい実施形態において、曲げ

半径は、少なくとも１８センチメートルである。すなわち、内視鏡チューブの可

撓性部分のいかなる部分も約１８ｃｍ未満の半径を有するカーブに曲がらない。

これは、内視鏡がペグ２１２の周りに巻かれるとき、スプレージェットの全力を

正確に受け入れるために正確に配置し、そして内視鏡内の近づき得ないかまたは

潜在的に損傷を与える密接な曲がりがないことを確実にする。可撓性チューブの

堅さに依存して、チューブは、ペグの内側および／または上に取り付けられる。

ペグは、ファミリーの各内視鏡のチューブの端部が、ペグの１つ近くまででちょ

うど越えて終わるような角度の間隔で配置される。このように、単一の内視鏡ラ

ックがペグに種々の挿入チューブ／アンビリカルケーブルの長さを有する内視鏡

のファミリーの任意の一つの環状部分を収容し適切に配置し得る一方、ラックの

上端にコントロールヘッドおよびライトガイドを正確に位置付ける。
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      【００４８】

  ラックは、好ましくは、チャンバ内で使用される汚染除去溶液および他の化学

物質に対して耐性があるステンレス鋼または他の材料から形成される。

      【００４９】

  内視鏡との接触を最小化し、そして接触領域への洗浄溶液または汚染除去溶液

のスプレーのアクセスを改善するために、支持部材２０７、２０８、およびペグ

２１２は、好ましくは、内視鏡と「点接触」のみを行い、すなわち、接触面積が

、できるだけ小さく、内視鏡の損傷を生じない。１つの好ましい実施形態におい

て、ペグおよび支持部材は、ねじ山ストックから形成され、これは、図７に示さ

れるように、ねじの先端２１３においてのみ内視鏡と接触する。好ましくは、ね

じの先端は、内視鏡にぎざぎざをいれること、引っ掻くことまたはたの損傷を避

けるために、正弦また他のカーブした断面を有するアクメねじのように、鈍くさ

れる。クリップ２１４は、ラックをクリップ止めし、そして内視鏡の先端への緩

い束縛を提供する。

      【００５０】

  ラックは、好ましくは、ステンレス鋼から形成されるか、または他の材料から

形成され、これらはチャンバに使用される汚染除去溶液および他の化学物質に対

して耐性がある。

      【００５１】

  図８および９も参照して、１つ以上のクリップ２１４が、内視鏡チューブの先

端、または内視鏡の他の可撓性の管状部分に取り付けられて、輸送の間またはサ

イクルの間、揺れることおよび破壊することを妨げる。クリップは、第１握り部

分２１５および第２握り部分２１６を備え、この第１握り部分２１５は、内視鏡

Ｂの可撓性部分の先端を解除可能に握り、この第２握り部分２１６は、内視鏡ま

たはラック１９の別の部分を解除可能に握る。握り部分のそれぞれは、少なくと

も１つの上側フィンガー２１８および少なくとも１つの下側フィンガー２２０を

備える。図８および９のクリップ２１４は、１つの上側フィンガーおよび２つの

間隔の空いた下側フィンガーを備える。図１０は、クリップ２１４’の代替の実

施形態を示し、ここで、各握り部分は、１つの上側フィンガー２１８’および１
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つの下側フィンガー２２０’を備える。クリップの他の実施形態もまた意図され

る。例えば、クリップは、ラック２１に永久的に取り付けられ得、内視鏡先端を

握るために単一の握り部分のみを有し得る。

      【００５２】

  クリップ２１４、２１４’は、好ましくは、ナイロンまたはＤｅｌｒｉｎＴＭ

のような弾性的に可撓性の材料から形成される。従って、握られる管状部分（例

えば、内視鏡先端またはラック）がフィンガー２１８、２２０の先端に押される

場合、上側フィンガーおよび下側フィンガーは、広げられ、管状部分がそれらの

間に挿入され得る。次いで、フィンガー２１８、２２０は、管状部分をきっちり

握るためにぱちんと戻される（ｓｎａｐ  ｂａｃｋ）が、洗浄溶液および汚染除

去溶液が妨げられるほどきつくはない。クリップを形成するために選択される材

料はまた、洗浄および微性物汚染除去システムに使用される化学物質に耐性であ

るクリップである。

      【００５３】

  図８を特に参照して、内視鏡の外側表面の完全な滅菌を確実にするために、ク

リップ２１４、２１４’と内視鏡先端との間の接触面積を最小化することが重要

である。これを達成するために、フィンガー２１８および２２０は、内視鏡と接

触（本質的に点接触）する非常に小さな半径の三角形のリッジ２２２を有する三

角形断面を有する。これは、影（ｓｈａｄｏｗｉｎｇ）（すなわち、クリップに

よるスプレージェットの妨害）を減少する。さらに、２つの間隔の空いた下側フ

ィンガー２２０を提供することによって、溶液がフィンガー間の内視鏡先端に接

触し得ながら、先端でのしっかりした握りを維持する。内視鏡の損傷を避けるた

めに、接触リッジ２２２は、鋭利な点を規定するよりもむしろわずかに丸い。リ

ッジの形状は、接触を最小化しながら先端での損傷またはぎざぎざになることを

避けるように最適化される。

      【００５４】

  必要に応じて、クリップ２４は、流体分配システム２６と流体的に接続される

。クリップの内側の流体経路２２３は、選択的に、流体分配システムをリッジ２

２２に規定される開口部２２４と接触させる。洗浄および汚染除去流体は、開口
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部２２４から流れ出て、開口部２２４と接触する内視鏡の表面の上を流れる（こ

れは、そうでなければ、ノズルからのスプレージェットの全力を逃し得る）。

      【００５５】

  好ましくは、異なる寸法のいくつかの交換可能なクリップ２１４は、適切なク

リップが内視鏡／先端の寸法に従って選択され得るように設けられる。

      【００５６】

  必要に応じて、ラック２１は、内視鏡のチャネルまたは洗浄および汚染除去さ

れる他の付属品を通過するように設計されたコイル状の生検鉗子を支持するため

に、支持部材２２８を備える。鉗子をより安全に係留するために、これらは、好

ましくは、ペグ２２８上に支持される担体に巻かれる。

      【００５７】

  ラック２１およびクリップ２１４は、損傷を避けるためにしっかり内視鏡を保

持するが、スプレージェットのパルシングによって容易にされる、処理の間の内

視鏡の少量の運動（すなわち、揺れ）を可能にするように設計される。この動き

は、ラックペグ、支持部材およびクリップに接触する内視鏡のこれらの領域に対

する溶液の接近によって、内視鏡の外部表面全体が徹底的に洗浄され微生物学的

に汚染除去されることを確実にすることを可能にする。

      【００５８】

  ここで図３および１１を参照すると、流体供給ライン２２９は、流体分配シス

テムを、弁再処理器１５８のための接続ポート１５６に接続する。弁再処理器１

５８は、クイックコネクト２３０または他の適切な接続部材によって、チャンバ

内の接続ポート１５６に解放可能に接続される。弁再処理器は、キャップ部２３

１および基部２３２を備え、これらは、互いに螺合によって接続されて、内側チ

ャンバ２３３、ならびに入口通路２３５および出口通路２３６を形成する。この

チャンバは、再処理のために、内視鏡弁２３４を受容する。キャップ２３１は、

このキャップが基部２３２に螺合接続される場合に、弁頭がその開位置に圧迫さ

れるような大きさにされる。このことは、洗浄および除染の溶液が、弁２３４の

周囲および弁２３４を通って流れることを可能にする。出口通路の制限部２３７

は、この溶液を、それがこの弁を通過する際に圧力下に維持する。
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      【００５９】

  図１の参照を続け、そして図１２、１３、および１４をもまた参照すると、ド

アの掛け金およびロッキング機構９０は、掛け金機構２３８を備え、これは、ド

ア１８を閉じて保持する。掛け金機構２３８は、少なくとも２つ、そして好まし

くは４つの、掛け金アーム２４０、２４２、２４４、２４６を備える。これらの

掛け金アームの各々は、Ｕリンク２５０に旋回可能に接続され、このＵリンクは

、キャビネットの後壁２５２に強固に取り付けられる。これらのアームの各々は

、平板２５４を備え、この平板は、旋回点２５６において、Ｕリンクに旋回可能

に接続される。板２５４は、旋回点２５６から水平に前方に延び、キャビネット

の側壁２５８に隣接する。掛け金アーム２４０、２４２、２４４、２４６は、前

壁の適切に位置する溝２６０を通ってキャビネットの前面１６の前に延びる。図

２は、溝を示すが、明瞭にするために、掛け金アームを省いている。１つ以上の

ローラ２６４（図１には３つが示されている）が、掛け金アームの前端２６６の

対の間に垂直に取り付けられる。ローラ２６４は、垂直軸の周囲を回転する。

      【００６０】

  Ｌ型の断面を有する垂直に延びるカミング表面２７４を備える係合部材２７２

が、ドアの前面２７０に垂直に、ドアの掛け金機構２３８に隣接して取り付けら

れる。図１３に示すように、ドア１８が閉位置にある場合に、掛け金機構２３８

は、ローラ２６４がカミング表面２７４に係合するまで、手動でか、または自動

的に、旋回点２５６の周囲を矢印Ｅの方法に、脱係合位置から旋回され得る。カ

ミング表面は、好ましくは、ゴムまたは他の適切な剛性材料から形成される。係

合位置（図１４）において、ローラ２６４は、ドア１８を、キャビネットの前面

１６にしっかりと押し付けて保持する。この位置において、圧迫シール９２が、

ドアとキャビネットとの間で圧迫されて、チャンバの開口部１４の周囲に密閉を

作製する。

      【００６１】

  図１、１３、１４、およびまた図１５を参照すると、ドアの掛け金およびロッ

キング機構９０はまた、ロッキング機構２８０を備え、これは、掛け金アーム２

４０、２４２、２４４、２４６が掛け金位置（図１４）にある場合に、制御シス
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テム８０によって作動される。ロッキング機構２８０は、好ましくは、空気シリ

ンダー２８４によって作動されるピストンロッド２８２を備える。ロック位置に

おいて、ロッド２８２は、この空気シリンダーから垂直に上向きに伸び、そして

図１５に示すように、掛け金アーム２４２の少なくとも１つと係合する。このこ

とは、掛け金アームの外向きの移動、およびローラ２６４の係合部材２７２から

の脱係合を防止する。このロッドは、掛け金機構２３８が脱係合してドア１８が

開かれ得る前に、アンロック位置に引きこまれる。

      【００６２】

  好ましくは、掛け金機構２３８は、支持部材２９０（例えば、垂直に延びるワ

イヤシャフト）を備え、これは、掛け金機構２４０、２４２、２４４、２４６の

各々を、図１５に示すように一緒に接続する。シャフト２９０は、適切に位置す

る開口部を通過し、そして次に、掛け金アームの各々を通過し、そして上下のナ

ット２９２、２９４によって、緊張状態に保持される。ブロック２９６（各々が

中央ボアを有する）が、掛け金アームの対の間でこのシャフトに取り付けられて

、これらの掛け金アームを適切な距離だけ離す。従って、支持部材は、掛け金ア

ームの各々がほぼ一緒に移動することを確実にし、同時に制限された量の相対的

な運動の自由度を可能にして、ドアの幅などの小さな差異を補償する。

      【００６３】

  特に図１２を参照すると、この図は、ドアを部分的に開いた位置で示しており

、掛け金アームストッパー３００が、掛け金アーム２４０の少なくとも１つに取

り付けられている。掛け金アームストッパー３００は、掛け金アームの前端の近

くから、キャビネットの側面２５８の方へと水平に延び、そして下向きに突出す

るストッパー３０２（ゴムまたは他の弾性材料から形成される）を備える。この

ストッパーは、後方に延びるフランジ３０４（これは、キャビネットの前壁１６

に接続される）と係合することによって、アームの外向きの移動を制限する。

      【００６４】

  図１３を特に参照すると、センサシステムは、ドアが適切に掛け金され、そし

てロックされているか否かを検出する。このセンサシステムは、掛け金アームの

１つの前端２６６に設置される第１センサ３１０を備え、これは、掛け金アーム
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が係合部材２７２に隣接して適切に配置されていることを検出する。センサ３１

０は、図１４に示すようにこのセンサがセンサが係合部材２７２から近い間隔を

空けている場合に、制御システム８０に信号を送る。第２のセンサ３１２は、ロ

ッキング機構の一部を形成する。第２のセンサは、ピストンロッド２８２が伸長

し、従って、掛け金アーム板２５４を係合しているか否かを検出し、そして制御

システムに信号を送る。

      【００６５】

  ここで図１および１６～１９を参照すると、内視鏡ラックが、少なくともその

サイクルの滅菌部分にわたって、支持体作動システム３３０によって運動される

。この作動システムは、それがこのラックと接触してこのラックの振動または移

動を引き起こすパルス運動を提供し、このプロセスにおいてこの内視鏡をわずか

に振盪するように、設置される。この様式で、内視鏡の位置は頻繁に変化し、そ

して接触点の位置もまた変化する。

      【００６６】

  システム３３０は、ハウジングまたはシリンダー３３８を備え、これは、前端

に開口部またはボア３４２を有する内部キャビティ３４０を形成する。ピストン

３４４が、このハウジングによって受容される。このハウジングは、ねじ３４６

または他の適切な固定部材によって、後の開口端３４４に隣接して、チャンバ１

２の後壁に固定される。ピストン３４４は、円筒形部分３５０を備え、これは、

このキャビティ内で往復し、そしてこのキャビティの壁とスライド係合するため

の形状にされる。シャフト３５２は、円筒形部分が図１９に示される位置にある

場合に、このシャフトの先端部３５４が開口部３４２を通って突出するように、

この円筒形部分の前に延びる。ピストンシャフト３５２は、好ましくは、このラ

ックの中実部分（すなわち、水平な支持棒３５６）とほぼ整列する。図１２に示

すように、ラックとの接触点は、このラックの頂部から間隔を空けており、その

結果、このラックは、この接触点が移動する場合に、フック２１０の周囲を旋回

する。

      【００６７】

  ラック２１が静止している場合に、このラックは、チャンバ内で垂直な、また
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は実質的に垂直な位置に懸架する（図１７、実線）。このピストンが図１９に示

される位置へと前に駆動される場合に、ピストンシャフトは、支持体３５６と接

触または衝突する。支持棒３５６と衝突する際に、このラックはその垂直位置か

らずれ、そして垂直から角度φだけ離れて角度を有する位置へと旋回する（図１

７、一点鎖線（ｈａｔｃｈｅｄ  ｌｉｎｅ））。このずれ角度φは、ピストン３

４４がラックに衝突する力に依存する。ピストンが図１８に示す位置に戻る場合

に、このラックはその最初の位置に落ちて戻り、そしてこのピストンを伸縮させ

るために使用される力およびその速度に依存して、このシリンダーで１回以上跳

ね返り得、その後、静止位置に戻って静止する。

      【００６８】

  好ましくは、ピストンシャフト３５２は、このラックがその静止した垂直位置

からずれ、そしてより好ましくは、このラックを振動させるに十分な力で、シリ

ンダーから引き抜かれる。このピストンの力は、内視鏡のいずれの部分も永続的

にこのラックから外れないほどには、過剰であるべきではない。このラックのそ

の静止した垂直位置からのずれは、このラックおよび内視鏡の角位置を、スプレ

ージェットノズルに対して変化させ、内視鏡が異なるスプレー接触角に供される

ことを可能にし得る。振動は、好ましくは、このラックの支持くぎまたは他の任

意の支持部材上での内視鏡の位置を変化させる。具体的には、ラックを振動させ

ることによって、内視鏡の位置を変化させる。支持くぎにおける内視鏡の位置を

変化させることによって、接触部位（すなわち、内視鏡がラックの支持くぎまた

は他の部分と直接接触している部分）が変化する。従って、ラックの移動および

振動の際に、内視鏡の新たな表面領域がスプレーノズルに曝露され、その結果、

この内視鏡の全体が効果的に洗浄される。さらに、ラックをその静止位置からず

らし、そして振動させることによって、内視鏡とラックの接触点との間に密着が

形成されることが防止される。

      【００６９】

  ピストン３４４は、駆動システム３６０（例えば、モータ駆動システムまたは

空気力もしくは水力の駆動システム）によって駆動される。空気力システムにお

いて、気体供給源（例えば、空気タンク、ポンプ、圧縮機など（図示せず））が
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、ピストンの円筒形部分の後方に位置するキャビティ３４０の後部３６２に、第

１の空気入口ライン３６４を通して空気を供給する。空気が入る（作動）につれ

て、ピストンシャフト３５２の先端部がハウジングの前方外側に駆動される。こ

のピストンは、空気を後部チャンバ３６２から流出させることによって、その脱

活性化位置に戻り得る。より具体的には、このピストンは、第２の空気入口ライ

ン３６６を介してキャビティ３４０の前部３６８に空気を押し込むことによって

、シリンダー内に引き込まれて戻る（すなわち、脱活性化される）。このサイク

ルの作動部分の間に、空気は、ライン３６６を通してこのキャビティの前部３６

８から除かれ得、そして同様に、脱活性化の間には、空気は、ライン３６４を通

してこのキャビティの後部３６２から除かれ得る。

      【００７０】

  例えば、空気は、１～２０秒ごと、好ましくは約１０秒ごとに、このハウジン

グにパルス注入される。規則的な短い間隔でこのシリンダーを作動させることに

よって、このラックが「連続」運動に設定され得る。すなわち、このラックは、

基本的には連続的に移動し、そして有意な期間にわたっては静止状態（垂直位置

で）に留まらない。パルス化されたラックと静止したラックとを比較する研究は

、この機器が除染される場合（特に、比較的低レベルの抗菌剤で洗浄される場合

）に、微生物計数の減少を見出した。

      【００７１】

  ハウジング３３８およびピストン３４４は、チャンバ１２の内部にあり、従っ

て、両方が滅菌流体路中にある。ハウジング内での微生物の保有および増殖、な

らびにサイクルの滅菌部分の後の滅菌された内視鏡の可能な再汚染を回避するた

めに、このキャビティをチャンバ１２から密閉することが望ましい。密閉部材３

７０（例えば、ガスケット）が、ハウジングと壁との間に配置され、そしてねじ

３４６によって適所に保持される。第２の密閉部材３７２が、開口ボア３４２内

の溝３７４に受容される。

      【００７２】

  作動システムは、洗浄および除染の任意のサイクルまたは段階で、作動され得

る。好ましくは、このシステムは、洗浄、滅菌、およびリンスのサイクルの各々
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の間に、活性化される。これらのサイクルの各々の間にラックを移動させること

によって、内視鏡の全ての領域が効果的にリンスされ、洗浄され、そして滅菌さ

れることが可能となる。

      【００７３】

  代表的な除染サイクルにおいて、除染されるべき物品は、最初に、図２に示す

ように、ドア１８を開いて開口部１４を通してキャビネット１０に挿入される。

洗浄されるべき内視鏡Ｂがラック２１に設置され、そして洗浄および除染される

べき他の物品とともに、チャンバ１２に挿入される。管１８０が、そのそれぞれ

の内視鏡入口ポート１８６および接続ポートに接続されて、内視鏡の内部通路を

流体ラインに接続する。生検鉗子が、ラック２１に装填される。１つ以上の内視

鏡の弁が、それぞれの弁再処理器に挿入され得る。漏出検出器２０４が、内視鏡

通気コネクタポートに接続される。濃厚な除染剤および他の成分の新しいカップ

４４が、ウェル３０に挿入され、そして制限部材または蓋３８４が、このカップ

の上に配置される。

      【００７４】

  一旦、全ての物品が適切に配置され、そして流体ラインが接続されると、図１

３に示すように、ドア１８が閉位置にされる。次いで、ローラ２６４が図１４に

示されるようにカミング表面２７４と係合して、このドアが完全に閉じられかつ

完全に掛け金をかけられたことを示すまで、掛け金機構２３８が、旋回点２５６

の周囲で旋回される。掛け金機構が脱係合位置から係合位置まで移動されるとと

もに、カミング表面、ローラ、およびアーム旋回点の幾何学的配置が、圧迫シー

ルによって提供されるバネエネルギーとともに、ローラが「中心の上（ｏｖｅｒ

  ｃｅｎｔｅｒ）」にある最終位置を生じる。

      【００７５】

  掛け金アームの前端に取り付けられるセンサ３１０が、この掛け金アームがカ

ミング表面に適切に隣接して位置していることを感知し、そして制御システム８

０に、この掛け金機構が係合しているという信号を送る。次いで、この制御シス

テムは、ピストンロッドが掛け金アーム板２５４の外側に係合するように、空気

シリンダー２８４に、ピストン２８２をその低いアンロック位置からロック位置
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に移動させるよう信号を送る。ロッキング機構のセンサ３１２は、ピストンロッ

ドがロック位置にあることを検出し、そして制御システム８０に、掛け金機構が

適所にロックされたという信号を送る。掛け金機構２３８が適切に係合したこと

、およびロッキング機構２８０がロック位置にあることを、センサ３１０、３１

２が示すまで、この制御システムは、洗浄および除染のサイクルを開始しない。

このサイクルの終了時に、制御システムは、ロッキング機構に、ロッキングロッ

ドを引き込むよう信号を送る。次いで、掛け金機構が、カミング表面との係合か

ら離され得る。

      【００７６】

  図３および図２０をもまた参照すると、ドアロック、漏出試験、洗浄、微生物

除染、およびリンスの工程を含む全体のプロセスが、完全に自動化されている。

これら全ての工程が完了するまで、操作者が物品に接触する必要がない。図２０

に示すように、代表的なサイクルは、５つの段階（漏出試験段階Ｉ、予備リンス

および洗浄段階ＩＩ、微生物除染段階ＩＩＩ、リンス段階ＩＶ、ならびに乾燥段

階Ｖ）を包含し、これらは連続的に実施される。

      【００７７】

  段階Ｉにおいて、制御システム８０は、漏出試験機２０４に、漏出について内

視鏡を検査するよう信号を送る。全てが満足である場合には、段階ＩＩが開始す

る。制御システムは、例えば、デバイスが試験されるべき内部通路を有さない場

合には、この工程をスキップするようプログラムされ得る。

      【００７８】

  段階ＩＩにおいて、これらの物品は、好ましくは、予備リンス操作（段階ＩＩ

ｂ～ＩＩｄ）に供され、ここで、これらの物品は、約１分間、温水（約３０～３

５℃）で外側をスプレーされ、そして内側をフラッシュされて、大きな破片の塊

を除去される。この水の温度は、タンパク質の変性を防止するよう選択される。

変性したタンパク質は、表面に接着し、そして除去が困難である。従って、この

水は、この変性を防止するために、４０℃未満に維持される。このデバイスから

リンス除去される汚れおよび他の破片の全てが、フィルタ３８６（例えば、逆洗

可能な排液ストレーナー）に捕捉され、そしてこの流体部内システムを通して再



(40) 特表２００３－５２１３４５

度は循環されない。このサイクルの排液部分において、フィルタがフラッシュさ

れて、破片を除去される。

      【００７９】

  予備リンスの約１分後に、制御システムは、流体ライン６０の排液弁３８８Ｂ

に、開くよう信号を送り、そしてリンス水が、システムＡから排液口へとフラッ

シュされる。リンスおよび洗浄流体の一部は逆洗可能な排液ストレーナーを通し

て逆フラッシュされ、そして弁３８８Ａを通って排液口から出て、蓄積した破片

を除去する。

      【００８０】

  図３に示すように、逆洗可能な排液ストレーナーは、弁３８９Ａおよび３８９

Ｂを使用して、流路から分離され得る。このことは、サイクルの滅菌部分の間に

、逆洗可能な排液フィルタが回避されることを可能にする。このことは、内視鏡

を再汚染し得る、フィルタに捕獲された破片が、後に流路に放出されないことを

確実にする。

      【００８１】

  段階ＩＩｅにおいて、内視鏡は、空気でフラッシュされる。具体的には、制御

システム８０が、空気ライン３９２の弁３９０に、開いて微生物のいない圧縮空

気をこのシステムに供給するように信号を送り、過剰の水をこの物品から除去す

る。この空気は、好ましくは、このシステムに入る前に、ＨＥＰＡ微生物除去フ

ィルタ３９４を通過する。

      【００８２】

  段階ＩＩｇにおいて、コンピュータ制御８０は、水入口ライン４２の弁５２に

開くよう信号を送り、水がウェルおよび流体ライン６０を通って循環することを

可能にする。段階ＩＩｈにおいて、ヒータ６４が、洗浄に適切な温度にこの水を

加熱する。選択される温度は、このデバイスが供される温度範囲内であるが、効

果的な洗浄を提供する。界面活性剤に基づく洗浄溶液で洗浄される、６０℃の最

大定格を有する内視鏡については、好ましい洗浄溶液温度は、約４８～５２℃で

ある。酵素的クリーナーが使用される場合には、選択される温度はまた、使用さ

れる酵素の安定性および作用温度に依存する。
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      【００８３】

  段階ＩＩｊにおいて、コンピュータ制御システム８０は、開口部材４８に、カ

ップのクリーナー区画４５を開くよう信号を送る。このクリーナー濃縮物は、水

と混合して、洗浄溶液を形成し、そして段階ＩＩｋにおいて、圧力下で、ポンプ

２２によって、ノズル１０２、１０４、１０６、１０８、１１０、ならびに内視

鏡接続ポート１５０、１５２、１５４、１５６に送達される。これらのノズルは

、この洗浄溶液を、物品の外側表面にスプレーし、同時にこれらの接続ポートは

、この溶液を内部通路に送達し、これによって、内側および外側の表面を同時に

洗浄する。物品から滴り落ちるスプレーされた洗浄溶液は、水溜２２に収集され

る。水溜２２は、収集した溶液を、好ましくはこの収集された溶液の少なくとも

一部をウェル３０にまず通した後（クリーナーがこの溶液と完全に混合すること

を確実にするため）に、この水溜から流体供給ライン６０に戻す。センサ３９８

（例えば、導電率検出器）が、例えば、循環中の洗浄溶液の導電率を測定するこ

とによって、洗浄溶液中に濃縮クリーナーが存在するか否かを検出する。

      【００８４】

  洗浄溶液は、これらのアイテムから汚れを除去し、これらのアイテムを洗浄す

るが、必ずしも生きた微生物を含まないわけではない。スプレージェットが、こ

の物理的洗浄段階において特に効果的である。

      【００８５】

  これらの洗浄されるべき機器が、使用と処理との間で比較的長い時間（約１時

間より長い）放置された場合、この洗浄段階の前にかまたは洗浄段階に代えて、

酵素浸漬を使用することが好ましい。これは、徐々に硬化しそして除去が困難に

なる、血液および他のタンパク質を解離するのを補助する。この酵素浸漬は、好

ましくは、約１０分～約１時間、継続する。浸漬中に、この酵素洗浄溶液を、こ

のシステム中にゆっくりと循環させる。酵素洗浄工程および洗剤洗浄工程を使用

する場合、さらなる区画を、カップ４４に提供し得る。制御システム８０は、通

常の洗浄工程に代えてかまたはそれに加えて、酵素浸漬を提供するようにプログ

ラムされ得る。

      【００８６】
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  一旦、洗浄溶液が、内視鏡および他のアイテムから汚れを除去するのに十分な

時間、このシステム中に循環されると、この制御システムは、流体ライン６０中

のドレイン弁３８８Ａおよび３８８Ｂに開口するよう信号を送り、そして洗浄溶

液が、プロセッサＡからドレインに流れる。必要に応じて、段階ＩＩｌにおいて

、水入口弁５２を開け、このシステム内にさらなる新しい水を導入して、流体ラ

イン６０、２４およびウェル３０から洗浄溶液を流す。次いで、ドレイン弁３８

８Ａおよび３８８Ｂを、閉じる。好ましくは、さらなる空気フラッシュ／乾燥工

程を、段階ＩＩｍとして行い、これらのアイテムから過剰な水を除去する。段階

ＩＩｎ～ｓにおいて、さらなる温水リンスおよび乾燥を、必要に応じて行う。

      【００８７】

  必要に応じて、これらのデバイスは、プロセッサＡにおいて洗浄するよりもむ

しろ、手動で洗浄される。このような場合において、操作者は、制御システム８

０に、洗浄工程および必要に応じてリンス工程ＩＩｊ～ｓをスキップするように

、プログラムする。濃縮洗浄剤を保持する区画のないカップ４４を、使用する。

      【００８８】

  段階ＩＩＩａ～ｃにおいて、制御システム８０は、短期間の間、弁５２を開い

て、より多くの水をプロセッサに導入し、そしてその水を温めるようヒーターに

信号を送る。一旦、このサイクルの除染部分を行うのに十分な水が、このシステ

ムに入れられると、コントローラ８０は、弁５２に、閉じるよう信号を送る。制

御システム８０は、カップ４４の第２の区画４６を開くよう、カップカッター４

８に信号を送る（段階ＩＩＩｄ）。この区画４６は、前処理成分を含み、これら

は、流体ライン内に放出され、そして前処理溶液としてプロセッサ中に循環され

る。ポンプ２２は、前処理溶液を循環させ、その結果、この前処理化学物質が、

除染剤の導入前に、プロセッサＡ中を通っておよび微生物除染されるアイテムに

わたって分配される。この前処理成分は、効果的な除染のために適切なｐＨ（代

表的には、ｐＨ５～９）に、流体ライン中の水を緩衝化する。腐食抑制剤は、除

染溶液に曝されるプロセッサの部分および除染されるアイテムの表面を抑制剤の

一部でコートし、除染剤の腐食効果に対する耐性を提供する。

      【００８９】
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  前処理成分は、洗浄剤区画および除染剤区画４５、４７のいずれかにおいて代

替的に含まれ得るが、その効果は、減少される。微生物除染剤の前に腐食抑制剤

を放出することによって、これらの抑制剤に、それらの部分に除染剤が接触する

前に、それらの部分の周囲に保護バリアを発する時間を確保する。緩衝液は、こ

のシステム中を循環している流体のｐＨを、中性付近（好ましくは、ｐＨ６～８

）に調節する。緩衝液がこのシステム中に循環されるまで、この微生物除染剤は

、十分に効果的ではない。さらに、このような薬剤は、保管中に微生物除染剤を

分解し得る。従って、前処理成分について別の区画４６を提供し、そして除染剤

を導入する前の一定期間中に前処理成分をシステム中に循環させることが好まし

い。

      【００９０】

  所定の期間の循環後、コントローラ８０は、第３の区画４７を開けるようにカ

ッターアセンブリに信号を送る（段階ＩＩＩｅ）。次いで、除染剤が、流体ライ

ン６０、２４中で前処理成分と混合し、そしてノズル１０２、１０４、１０６、

１０８、１１０を通ってスプレーされそして内視鏡接続ポート１５０、１５２、

１５４、１５６に送達され、その結果、この除染剤溶液が、除染されるこれらの

アイテムの外部表面上および内部通路を通って流れる（段階ＩＩＩｆ）。ノズル

は、予め選択した順番で除染剤流体をパルスし、このスプレーの完全な適用範囲

を保証する。

      【００９１】

  短期間の間、バルブ３８９Ａは、開けられたままにされ、その結果、逆洗可能

なドレインストレーナー３８６が、除染剤溶液で滅菌される。この逆洗可能なド

レインストレーナーを通って流れる除染剤溶液は、バルブ３８８Ａを通ってこの

ドレインを通過させる。次いで、バルブ３８９Ａおよび３８９Ｂが、閉じられ、

そして除染剤溶液は、全て、ライン４００中のバルブ４０２を開けることによっ

て、主流体ライン６０に平行に走るライン４００を通るようルート変更される（

図３）。従って、残存する除染剤溶液は、この逆洗可能ドレインストレーナーを

迂回して、内視鏡を再汚染するのを回避する。

      【００９２】
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  流体流動ライン６０、２４のうちの１つと流体連絡する除染剤センサ４０２は

、効果的な除染についての閾値濃度が提供されることを保証するように、この循

環中の流体中の除染剤濃度を、必要に応じて検出する。この制御システムは、除

染のための最適温度が維持されるように、ヒーターを制御する。ここでも、その

最適温度は、その除染されるデバイスについての最大定格に依存し、そしてまた

除染剤についての有効温度に依存する。６０℃に定格される内視鏡の過酢酸滅菌

については、循環中の除染剤溶液について、約４８～５５℃の好ましい最小温度

（より好ましくは、約５０℃）が、維持される。

      【００９３】

  チャンバは、除染中にわずかに陽圧下に維持され、このチャンバ内への外気の

進入を最小化する。空気は、通気孔（これは、空気の進入を最小化するよう蛇行

状経路を提供する）（示さず）を通って、チャンバから出る。

      【００９４】

  これらのアイテムの除染をもたらすのに十分な除染剤溶液の循環期間（代表的

には、完全な滅菌については、約１０～１５分、より好ましくは、約１２分；高

レベルの消毒については、２～５分、より好ましくは、３分）後、プロセッサＡ

中のドレインバルブ３８８が、開けられ、そして除染剤溶液が、プロセッサＡか

らドレインに流される（段階ＩＩＩｇ）。この循環期間は、サイクル中にモニタ

ーされる除染剤レベルに従って、必要に応じて調整される。

      【００９５】

  次いで、リンス段階ＩＶが開始する。ドレインバルブ３８８は、開いたまま維

持され、そして制御システムは、バルブ４０４を開き、滅菌リンス水の供給源４

０６に、除染されたアイテムの再汚染の危険性を伴うことなく、この除染された

アイテムをリンスするために、流体ライン６０に滅菌水を供給させる。滅菌水の

供給源は、水ヒーター４０８および熱交換器４１０を備え、この水ヒーター４０

８は、導入される水道水をその水中の微生物を破壊するに十分な温度に温め、そ

して熱交換器４１０は、滅菌水からその導入される水道水に過剰な熱を転移する

（図３）。この水ヒーターは、導入される水からの塩を除去するのを補助し、さ

もなければ、この塩は、その洗浄されそして微生物除染された装置上に沈着し得
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る。滅菌水生成器４０６によって生成された水は、高純度の水である。この滅菌

水生成器４０６は、要求に応じて水を提供し、大量の滅菌水を貯蔵する必要性を

排除する。このリンス段階は、いくつかの充填および吹き飛ばし（ｂｌｏｗ  ｏ

ｆｆ）段階を含み得る（ＩＶａ～ｅ）。

      【００９６】

  あるいは、水入口弁５２が、再度開かれ、これらの除染したアイテムを再度リ

ンスするためのリンス水を提供する。

      【００９７】

  システムＡは、約９リットルの水を充填する。代表的なサイクルは、以下のよ

うな、５４リットルの総流体必要量のために、６充填分含む：

  １）前リンスするため

  ２）洗浄溶液を形成するため

  ３）システムから洗浄溶液をリンスするため

  ４）前処理および除染溶液を形成するため、および

  ５）および６）滅菌リンスのため。

      【００９８】

  リンス水がドレインに発射された後、制御システム８０は、空気ライン３９２

中の弁３９０に、開口しそして無微生物性の空気をこのシステムに供給するよう

信号を送り、除染されたアイテムの集積した水を吹き飛ばす。この空気ラインは

、マニホルド２６に接続され、その結果、空気が、ノズルおよび接続ポートを通

って流れ、内視鏡および他のアイテムの内部および外部表面を乾燥する。レギュ

レーター弁１６８、１７０、１７２および１７４は、内視鏡Ｂの内部通路が、そ

れらの推奨された圧力定格を超えて加圧されないことを保証する。

      【００９９】

  必要に応じて、アルコール洗浄が、リンス工程ＩＶａ～ｅの最後に加えてかま

たはその最後に代えて使用される。この場合、アルコールの供給源４２０は、チ

ャンバにアルコールを供給し、デバイスＢから過剰な水を除去する。残ったアル

コールは、このデバイスから、素早く蒸発する。図３は、このデバイスの内部管

腔にアルコールを送達するための、ポンプ４２２を介して接続ポート１５０、１
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５２、１５４に接続されたアルコールの供給源を示すが、このアルコールが、ま

た、このデバイスの外側を乾燥するために、ノズルに供給され得ることもまた意

図される。

      【０１００】

  必要に応じて、デバイスは、水の除去を増加するために、長期間（例えば、一

晩）チャンバ中に維持され得る。あるいは、デバイスを洗い流すために使用する

空気を温めて、蒸発および水の除去を増加し得る。

      【０１０１】

  このサイクルの最後（段階ＶＩ）で、コントローラ８０は、カッターアセンブ

リ４８に対して、カップ４４からその開始位置に引っ込むよう、そしてドアロッ

キング機構に対して、解放するよう、信号を送る。

      【０１０２】

  漏出テスト、洗浄、除染、リンスおよび風乾の工程は、チャンバ内で自動的か

つ連続的に行われるが、全体の再処理サイクルが、比較的短い時間（代表的には

、完全な滅菌については、３０～４０分、高レベルの除染については、２０～３

０分）で行われ得る。従って、内視鏡は、従来の洗浄および除染プロセス（ここ

では、操作者が、多くの別々の装置を使用して再処理工程を行う）よりも、はる

かに短い時間で再使用するために準備される。

      【０１０３】

  除染されたアイテムは、即時使用のために除染チャンバ１２から取り外される

か、または滅菌ポーチに移されそして必要時まで保管される。ラック２１は、内

視鏡Ｂを保管キャビネットまたは手術室に移動するために使用され得る。このラ

ックハンドルは、ラックを運ぶために、そして保管キャビネット中でラックを支

持するように構成される。従って、内視鏡は、それが手術手段に使用されるまで

接触される必要はなく、汚染の可能性を最小化する。

      【０１０４】

  必要に応じて、デバイスＢは、再使用前の空気中での再汚染を最小化するため

に、チャンバから取り外される前に滅菌ポーチに入れられる。例えば、デバイス

は、ドアを開ける前に、チャンバ内でバック中にラップされ得る。これは、例え
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ば、グローブボックス型のデバイスを用いて適切な制御によってかまたは手動で

達成され得、ここで、操作者は、種々のコネクタをデバイスから外し、そしてチ

ャンバ内へと伸びる滅菌グローブ（示さず）を使用してデバイスをバック中にラ

ップする。

      【０１０５】

  代替的な実施形態において、チャンバ１２が、滅菌ポーチとして作用し、そし

て密閉されそしてプロセッサＡの残り部分から切り離され、そして除染したアイ

テムが使用される場所に移される。

      【０１０６】

  図２１を参照して、キャビネットの対１０、１０’が、共通のフレーム４５０

の並列して取り付けられる。両方のキャビネット中のサイクルを制御するための

制御盤４５２が、２つのキャビネット間に配置される。この制御盤は、タッチ入

力デバイス４５４（例えば、タッチスクリーンまたはキーバッド）を備え、操作

者は、サイクルのオプションを選択し、そして制御システム８０に他の命令を入

力する。制御システムは、各キャビネット中のサイクルを独立して制御し、サイ

クルが非同期的に作動させるのを可能にする。電子ディスプレイ４５６は、処理

中のシステムおよびサイクルの状態について、操作者に情報をリアルタイムで提

供する。プリンターの対は、各滅菌サイクルを説明する、プリントアウト４５８

を提供する。このプリントアウトは、記録維持の目的のために、この除染された

内視鏡と共に運び出されることが可能である。好ましくは、電子記録もまた維持

される。

      【０１０７】

  キャビネット１０、１０’の各々は、ドア１８、１８’を有し、これらのドア

は、大きい透視窓４６０、４６０’を備える。これらの窓は、操作者が、サイク

ル中およびサイクル間にキャビネットの内側のチャンバをモニターするのを可能

にする。フレーム４５０は、ドアパネル４６２、４６２’を備え、これらは、水

フィルターおよび他の補助（ｓｅｒｖｉｃｅ）アイテムに対する前からのアクセ

スを提供する。

      【０１０８】
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  適切に濃縮された洗浄剤は、低発泡性の洗剤または酵素洗浄剤であり、中性に

近いｐＨ（好ましくは、ｐＨ６～８）を有し、金属成分の腐食を最小化する。

      【０１０９】

  種々の抗微生物剤が、除染剤に利用され得る。好ましい実施形態において、除

染剤は、過酢酸の溶液である。しかし、一般的な溶媒中で反応して、過酢酸、塩

素、過酸化水素、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン、または殺菌効果を有する他の

強力な酸化剤を生成する、他の液体または粉末状除染剤を使用することもまた、

意図される。アルデヒド（例えば、グルタルアルデヒド）は、使用され得るが、

この除染剤溶液は、ドレーンを介して処理されるよりもむしろ、使用後に収集さ

れそして適切に処理されなければならない。

      【０１１０】

  好ましくは、前処理剤は、緩衝液および腐食抑制剤を含む。１つの好ましい緩

衝系としては、リン酸一ナトリウム、リン酸二ナトリウムおよびヘキサメタリン

酸の組み合わせが挙げられる。このような緩衝系はまた、抗腐食特性を提供する

。湿潤剤および他の腐食抑制剤が、代替的に使用され得る。好ましい銅および黄

銅の腐食抑制剤としては、アゾール、ベンゾエート、他の５員環化合物、ベンゾ

トリアゾール、ポリトリアゾール、メルカプトベンゾチアゾールなどが挙げられ

る。他の抗腐食化合物としては、ホスフェート、モリブデート、クロメート、ジ

クロメート、タングステート、バナデート、ボレート、およびそれらの組み合わ

せが挙げられる。

      【０１１１】

  腐食抑制薬剤は、洗浄されそして／または除染剤で除染されるアイテムにおけ

る材料の性質に従って選択される。アルミニウムおよび鋼（例えば、ステンレス

鋼）の腐食に対して保護する腐食抑制剤としては、ホスフェート、スルフェート

、クロメート、ジクロメート、ボレート、モリブデート、バナデート、およびタ

ングステートが挙げられる。いくつかのさらなるアルミニウム腐食抑制剤として

は、８－ヒドロキシキノリンおよびオルト－フェニルフェノールが挙げられる。

      【０１１２】

  より詳細には、ホスフェートが、ステンレス鋼腐食を抑制するために好ましい
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。好ましいホスフェートとしては、リン酸一ナトリウム（ＭＳＰ）、リン酸二ナ

トリウム（ＤＳＰ）、トリポリリン酸三ナトリウム（ＴＳＰ）、ヘキサメタリン

酸ナトリウム（ＨＭＰ）および硫酸ナトリウムの単独または組み合わせが挙げら

れるが、これらに限定されない。好ましいボレートとしては、メタホウ酸ナトリ

ウム（ＮａＢＯ２）が挙げられる。

      【０１１３】

  銅および黄銅の腐食抑制剤としては、トリアゾール、アゾール、ベンゾエート

、トリルトリアゾール、ジメルカプトチアジアゾール、および他の５員環化合物

が挙げられる。特に好ましい銅および黄銅の腐食抑制剤としては、ベンゾトリア

ゾールおよびトリルトリアゾールのナトリウム塩が挙げられ、これらは、強力な

酸化化合物の存在下でのそれらの安定性に起因して好ましい。メルカプトベンゾ

チアゾールもまた、利用され得るが、強力な酸化剤によって酸化または不安定化

される傾向にある。サリチル酸は、受容可能なベンゾエート腐食抑制剤の１例で

ある。

      【０１１４】

  硬水中において、リン酸緩衝液および腐食抑制剤は、その硬水中に存在するカ

ルシウム塩およびマグネシウム塩に、除染および／または洗浄される装置への沈

殿および被覆を引き起こし、そしてまた、このシステムの一部に沈着物を残す傾

向にある。このような場合において、沈殿を防止するのに適切な金属イオン封鎖

剤（例えば、ヘキサメタリン酸ナトリウム（ＨＭＰ）またはニトリロ三酢酸三ナ

トリウム（ｔｒｉｓｏｄｉｕｍ  ｎｉｔｒｏｌｏｔｒｉａｃｅｔｉｃ  ａｃｉｄ

）（ＮＴＡ  Ｎａ３）が、好ましくは、提供される。ヘキサメタリン酸ナトリウ

ムはまた、腐食抑制剤でもあるので、これは、腐食抑制剤および金属イオン封鎖

剤の両方として、二重の目的を果たす。他の金属イオン封鎖剤としては、ポリア

クリル酸ナトリウムが挙げられる。もちろん、軟水または脱イオン水を利用する

場合、金属イオン封鎖剤は排除され得る。しかし、利用され得る任意の水に対し

て一般的な適応性を保証するために、金属イオン封鎖剤の存在は、好ましい。

      【０１１５】

  表面エネルギー減少剤（界面活性剤／湿潤剤）は、処理されるアイテムの隙間
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への浸透を増加するために好ましい薬剤である。これは、隙間、接合部および管

腔に微生物混入物を含み得る複雑な医療装置を洗浄および除染する場合に、特に

重要である。本発明に従って使用可能な表面エネルギー減少剤としては、アニオ

ン性、カチオン性、非イオン性、両性、および／または双生イオン性の界面活性

剤が挙げられる。有用な界面活性剤の特定のクラスとしては、アニオン性および

非イオン性の界面活性剤、またはこれらの組み合わせが挙げられる。本発明にお

いて使用可能な非イオン性界面活性剤の例としては、脂肪アルコールポリグリコ

ールエーテル、ノニルフェノキシポリ（エチレンオキシ）エタノール、およびエ

トキシ化ポリオキシプロピレンのような界面活性剤が挙げられる。特定の例とし

ては、Ｇｅｎａｐｏｌ  ＵＤ－５０ＴＭ、ＩｇｅｐａｌＴＭ、ＦｌｕｏｗｅｔＴ

Ｍ、およびＰｅｇａｌＴＭが挙げられる。上記の界面活性剤は、単独でかまたは

互いに組み合わせて使用され得る。

      【０１１６】

  過酢酸溶液中で使用される腐食抑制剤および界面活性剤の量は、添加される薬

剤の型、および１以上の薬剤が添加されるか否かに依存して、変化する。

      【０１１７】

  無機腐食抑制剤は、好ましくは、約０．０１％～２０．０％（重量／容量）（

ｗ／ｖ）の範囲の量で存在する。有機腐食抑制剤は、好ましくは、約０．０１％

～０．５％（ｗ／ｖ）の範囲の量で存在する。ホスフェートは、約０．０１％～

約１１．０％（ｗ／ｖ）の範囲の濃度で効果的である。

      【０１１８】

  界面活性剤は、好ましくは、約０．０００１％～約５．０％（ｗ／ｖ）の範囲

の量で存在する。より好ましくは、界面活性剤は、約０．０００１％～約０．５

％（ｗ／ｖ）の範囲の量で存在する。

【図面の簡単な説明】

  本発明は、種々の構成要素および構成要素の配置において、そして種々の工程

および工程の構成でなされ得る。図面は単に好ましい実施形態を例示する目的で

あり、本発明の限定として解釈されるべきではない。

    【図１】
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  図１は、本発明による清浄化（クリーニング）および微生物汚染除去プロセッ

サー（処理機）の斜視図および線図である。

    【図２】

  図２は、図１のチャンバの斜視図であり、これはドアを備えている。

    【図３】

  図３は図１のシステムの配管図である。

    【図４】

  図４は、図２のチャンバの正面図である。

    【図５】

  図５は、内視鏡の一部の拡大図であり、その外部表面にスプレージェットイン

ピンジ（ｓｐｒａｙ  ｊｅｔ  ｉｍｐｉｎｇｉｎｇ）を示す。

    【図６】

  図６は、図２および４の内視鏡ラックの斜視図であり、ここで内視鏡は点線で

示している。

    【図７】  

  図７は、図６のラックペグ（ｒａｃｋ  ｐｅｇ）の一部分の拡大斜視図である

。

    【図８】

  図８は、内視鏡クリップの１実施形態の斜視図である。

    【図９】

  図９は、図８の内視鏡クリップの斜視図であり、特定の部分のフィンガー（指

部分）を示している。

    【図１０】

  図１０は、内視鏡クリップの別の実施形態の斜視図である。

    【図１１】

  図１１は、図３のバルブ再処理機の拡大側面図である。

    【図１２】

  図１２は、図１のドアラッチ機構およびドアロック機構の拡大平面図であり、

これは部分的に開口したドアを備えている。
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    【図１３】

  図１３は、図１２のドアラッチ機構およびドアロック機構の部分図であり、こ

れは閉鎖したドアを備えている。

    【図１４】

  図１４は、図１２のドアラッチ機構およびドアロック機構の平面図であり、こ

れは閉鎖したドアおよび拡大したラッチ機構を含んでいる。

    【図１５】

  図１５は、図１のキャビネットの側面図である。

    【図１６】

  図１６は、図１の可動式ラック作動システムのシリンダーおよびピストンの拡

大斜視図である。

    【図１７】

  図１７は、図１６のラックの、ピストンの作動の前および後（点線）の位置を

示す側面図である。

    【図１８】

  図１８は、作動システムの、作動前、および／または作動停止後を示す拡大側

面図である。

    【図１９】

  図１９は、作動後の作動システムを示す拡大側面図である。

    【図２０Ａ】

  図２０Ａは、図１のプロセッサー（処理機）の洗浄および微生物汚染除去サイ

クルについて経時的な、内視鏡圧力、液体温度、および過酢酸濃度を示すプロッ

トである。

    【図２０Ｂ】

  図２０Ｂは、図１のプロセッサー（処理機）の洗浄および微生物汚染除去サイ

クルについて経時的な、内視鏡圧力、液体温度、および過酢酸濃度を示すプロッ

トである。

    【図２１】

  図２１は、本発明に従うプロセッサーのツインキャビネットの実施形態の斜視
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図である。

【図１】
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【図２】
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【図３Ａ】
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【図３Ｂ】
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【図４】
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【図５】
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【図６】



(60) 特表２００３－５２１３４５

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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【図１５】
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【図１６】
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【図１７】
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【図１８】

【図１９】
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【図２０Ａ】
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【図２０Ｂ】
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【図２１】
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【手続補正書】特許協力条約第３４条補正の翻訳文提出書

【提出日】平成１４年４月１７日（２００２．４．１７）

【手続補正１】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００１１

【補正方法】変更

【補正の内容】

      【００１１】

  管腔を通して汚染除去溶液を流しながら、装置の外側を噴霧することは、用い

られる汚染除去溶液の量を減らすことで、このデバイスの完全な浸漬を上回る利

点を有する。しかし、内視鏡の複雑な形状のせいで、噴霧ジェットは、このデバ

イスの全ての表面には到達しないかもしれない。さらに、管腔デバイスの内部表

面は、噴霧では到達されない。米国特許第５，８５８，３０５号は、医療用デバ

イスのための汚染除去装置を開示している。このデバイスは、ベースン中に配置

され、そしてこのベースンの上のスプレーノズル（噴霧ノズル）から、液体の清

浄化溶液および抗菌流体を噴霧される。次いで、このデバイスは、汚染除去リン

ス流体でリンスされる。Ｓａｎｆｏｒｄらの米国特許第５，２２５，１６０号は

、滅菌されるべき装置がハンガー上に支持されている、汚染除去チャンバを開示

している。スプレーノズルは、この装置にわたって滅菌液およびリンス液（すす

ぎ液）を噴霧する。

【手続補正２】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００１３

【補正方法】変更

【補正の内容】

      【００１３】

  （発明の要旨）

  本発明の１つの局面に従って、デバイスを清浄（クリーニング）および微生物

汚染除去するための自動システムが提供される。この自動システムは、このデバ
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イスを受け取るための内部チャンバを規定するキャビネットを備える。スプレー

ノズル（チャンバ内に配置された）は、このデバイスの外部表面にわたって、洗

浄液をおよび微生物汚染除去液を噴霧する。このシステムはさらにリンス水（す

すぎ水）、洗浄液、および微生物汚染除去液の供給源を備える。流体分配システ

ムは、流体的に、リンス水（すすぎ水）、洗浄液、および微生物汚染除去液の供

給源をノズルと接続する。洗浄液、微生物汚染除去液、およびすすぎ水をノズル

にポンピングするために、ポンプをこの流体分配システムと接続する。このポン

プが、噴霧された溶液をノズルにポンピングする。コントロールシステムが洗浄

液、微生物汚染除去液、およびすすぎ水のノズルへの送達を制御し、これによっ

てこのデバイスは引き続いて洗浄液で洗浄され、微生物汚染除去液で微生物汚染

除去され、そしてすすぎ水でリンスされる。コントロールシステムは、引き続き

、第一期間の間、第一セットのスプレーノズル（噴霧ノズル）に汚染除去溶液を

噴霧させ、次いで第二期間の間、第二セットのスプレーノズル（噴霧ノズル）に

汚染除去溶液を噴霧させる。

【手続補正３】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００１４

【補正方法】変更

【補正の内容】

      【００１４】

  本発明の別の局面に従って、デバイスを浄化および微生物汚染除去する方法が

提供される。この方法は、以下の一連の工程を包含する：チャンバ内にデバイス

を配置する工程、このチャンバ内のノズルからデバイスにわたって洗浄溶液を噴

霧してこのデバイスの外部表面から汚れを取り除く工程、およびこのチャンバ内

のノズルからこのデバイスにわたって微生物汚染除去溶液を噴霧してこのデバイ

スの外部表面を微生物汚染除去する工程。すすぎ液（リンス液）が、このチャン

バ内のノズルからこのデバイスにわたって噴霧され、このデバイスの外部表面を

リンスする。微生物汚染除去溶液を噴霧する工程は、異なる群のノズルで交互に

噴霧する工程を備える。この工程は、第一期間の間、第一セットのスプレーノズ
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ル（噴霧ノズル）が汚染除去溶液を噴霧する工程、次いで第二期間の間、第二セ

ットのスプレーノズル（噴霧ノズル）が汚染除去溶液を噴霧する工程である。
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